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令和６年第２回熊野町議会定例会

会議録（第２号）

１．招集年月日 令和６年６月４日

２．招集の場所 熊野町議会議場

３．開議年月日 令和６年６月５日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４．出席議員（１４名）

１番 藤 本 健 太 ２番 世 良 将 生

３番 水 原 耕 一 ４番 福垣内 邦 治

５番 光 本 一 也 ６番 中 島 数 宜

７番 尺 田 耕 平 ８番 竹 爪 憲 吾

９番 沖 田 ゆかり １０番 片 川 学

１１番 民 法 正 則 １２番 荒 瀧 穂 積

１３番 大瀬戸 宏 樹 １４番 時 光 良 造

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．欠席議員（０名）

な し

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 三 村 裕 史

副 町 長 岩 田 秀 次

教 育 長 平 岡 弘 資

総 務 部 長 西 岡 隆 司

住 民 生 活 部 長 西 川 伸一郎

健 康 福 祉 部 長 西 村 ゆ り

企 画 担 当 部 長 榎 並 正 和

建 設 農 林 部 長 堂 森 憲 治

技 術 担 当 部 長 寺垣内 栄 作

教 育 部 長 立 花 太 郎
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総 務 部 次 長 佛 圓 至 裕

住民生活部次長 福 嶋 春 樹

健康福祉部次長 井 原 志保里

建設農林部次長 宗 像 雅 充

教 育 部 次 長 須 賀 雅 彦

財 務 課 長 多久見 良 数

産 業 観 光 課 長 近 藤 光 宏

収 納 管 理 課 長 堀 野 准

防 災 安 全 課 長 北 川 忠 博

生 活 環 境 課 長 花 岡 秀 城

高齢者支援課長 竹 本 園 美

子育て支援課長 熊 野 孝 則

健 康 推 進 課 長 寺 澤 ひとみ

農 林 緑 地 課 長 中 原 幸 成

都 市 整 備 課 長 渡 部 貴 幸

会 計 課 長 福垣内 哲 治

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

７．本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 桐 木 和 義

議会事務局書記 尾 濵 宏 教

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８．議 事 日 程（第２号）

開 会 宣 告

日程第 １ 一般質問

日程第 ２ 報告第 ２号 繰越明許費繰越計算書（一般会計）について

日程第 ３ 報告第 ３号 専決処分した損害賠償の額の報告について

日程第 ４ 議案第２７号 専決処分した熊野町税条例の一部を改正する条例の報告及

び承認について

日程第 ５ 議案第２８号 専決処分した熊野町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の報告及び承認について



－101－

日程第 ６ 議案第２９号 熊野町税条例の一部を改正する条例案について

日程第 ７ 議案第３０号 熊野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案につい

て

日程第 ８ 議案第３１号 熊野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例案について

日程第 ９ 議案第３２号 熊野町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例の一部を改正する条例案について

日程第１０ 議案第３３号 熊野町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について

（櫻河内章悟）

日程第１１ 議案第３４号 熊野町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について

（須山弘司）

日程第１２ 議案第３５号 熊野町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について

（森本昌義）

日程第１３ 議案第３６号 令和６年度熊野町一般会計補正予算（第１号）について

日程第１４ 議案第３７号 令和６年度熊野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

９．議事の内容

（開会 ９時３０分）

○議長（時光） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達していますので、昨日に引き続き、会

議を再開します。

本日の議事日程はお手元に配付したとおりです。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第１、一般質問を行います。

続いて、９番、沖田議員の発言を許します。

沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 皆さん、おはようございます。
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９番、沖田です。

私からは２点について、質問をさせていただきます。

１点目に、「難聴者への支援について」ですが、役場窓口での対応について、町民の

方から職員の声が聞き取りにくいなどのお声をいただくことがあります。窓口には、見

えにくい人のための老眼鏡は置いてありますが、聞こえにくい人のための配慮がされて

いるのか、現状と課題についてお伺いいたします。

また、全国の自治会で導入が進んでいる軟骨電動イヤホンの設置についてお伺いいた

します。

耳の軟骨を振動させて音声を伝える軟骨伝導聴覚補助イヤホンは、奈良県立医大の細

井裕司学長が発見した軟骨伝導の仕組みを利用し、聴力が低下している人に対し、大き

な声を出さなくても音声をクリアに伝えることができるため、個人情報を取り扱う場面

で重宝されているとのことです。熊野町にも導入していただきたいのですが、町の御見

解をお伺いいたします。

２点目に、防災体制の強化についてですが、近年頻発する地震や豪雨による土砂災害

など大規模災害はいつどこで起きるか分かりません。災害が起きてから後悔することの

ないよう事前に備えておくことで、被害が最小限となる社会を作っていかなければなり

ません。

平成３０年７月豪雨災害では、熊野町は１２名の貴い命を失いました。災害後、町民

へは自主防災組織の設立、運営の支援、避難行動支援者の要支援者の個別避難計画の推

進、防災減災まちづくり会議の継続など、様々な取組をされてきました。私は、災害後

緊急時において的確な対応がとれるよう、役場の体制について何度か質問していますが、

災害後約６年が経過した現在の体制についてお伺いいたします。

平成３１年３月議会では、町内の特徴を熟知した防災の専門職員を育成することが必

要ではないかと質問いたしましたが、町長から危機管理のプロである自衛官ＯＢの採用

を考えているとの答弁がありました。その後、防災リーダーとして配置されているのか、

お伺いいたします。

次に、災害が発生した場合の被害状況、気象、地形、警察、消防、自衛隊などの部隊

の動き、物流などの情報が一元的に管理活用できるオペレーションルームの設置や、職

員への防災研修及び訓練についてお伺いいたします。

次に、気象庁が委嘱して、自治体などへの災害対応の助言を行う気象防災アドバイザ
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ーの設置についてお伺いいたします。

以上、２点について詳細な答弁を求めます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 町長の答弁を許します。

三村町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 沖田議員の二つの御質問、「難聴者への支援について」と、「防災体制

の強化について」お答えいたします。

１番目の御質問「難聴者への支援について」ですが、耳が聞こえづらい方への窓口の

対応としましては、担当者が筆談や分かりやすい言葉でゆっくりと大きめの声で話しか

けるなど、本人の要望や状況に合わせ相手が聞き取ることを確認しながら、丁寧に対応

することを心がけております。

今後、高齢者人口が増加することにより、聞こえづらい方も多くなると想定されます。

こういったことから、窓口での耳が聞こえづらい方をサポートする機器について調査し、

研究していく必要があると考えております。

詳細は、健康福祉部長から答弁いたします。

次に２番目の御質問、「防災体制の強化について」ですが、町の防災体制といたしま

して、平成３０年の７月豪雨災害の後、７月２０日に危機管理課を新設しております。

その後、令和２年度に防災安全課とし、現在に至っております。職員は５名を配置して

おり、防災危機管理専門員を１名、事務補助として会計年度任用職員を１名配置し、計

７名の体制で業務を行っております。

また、熊野町防災拠点整備構想に基づき、令和３年度から令和５年度にかけて、町内

に３か所の防災拠点を整備したところでございます。

詳細は、住民生活部長から答弁をいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西村健康福祉部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○健康福祉部長（西村） 沖田議員の一番目の御質問「難聴者への支援について」、詳細

にお答えします。

まず１点目の「現状と課題について」ですが、熊野町の現状は、平成１８年から役場
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や公共施設の窓口に、耳が不自由な人であることを示す耳マークを設置し、聞こえづら

さに不安を抱えている方がこのマークを指さすことで、筆談や大きめの声で話すなどの

対応を行っていますが、聞こえづらい方へ対応する機器の導入は行っておりません。

その他の支援としましては、難聴による身体障害者手帳の交付を受けている方には、

障害者総合支援法に基づき、補聴器の給付を受けることができますが、補聴器の対象と

ならない中程度の方のうち、１８歳未満の児童につきましては、若年層の言語発達を損

なわないことを目的として、補聴器の購入費用の一部の補助を行っています。

課題としましては、先ほど町長答弁にもありましたが、耳が聞こえづらい方への窓口

の対応については、筆談のみではお伝えすることが難しく、身ぶり手ぶりも交え、少し

大きな声でゆっくりとはっきりとした言葉で伝えていますので、他の来庁されている方

に内容が分かってしまう場合があることが課題として挙げられます。

次に、２点目の「軟骨伝導イヤホンの設置について」ですが、軟骨伝導イヤホンは、

耳穴をふさがずに、耳の軟骨付近に軽く添えるだけで音を拾えるため、通常のイヤホン

や骨伝導と比べ、痛みや音漏れが少なく音が伝わりやすいことから、耳が聞こえにくい

方でも相手の声などが聞き取りやすいとされているようです。また、イヤホンに凹凸が

ないため、汚れがつきにくく衛生的といったメリットがあると聞いています。

今後、既に利用している自治体などの使用例や利便性等の情報収集を図るなどして、

調査・検証してまいりたいと思います。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西川住民生活部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部長（西川） 沖田議員の２番目の御質問、「防災体制の強化について」詳細

にお答えします。

１点目の「防災リーダーの配置は」でございますが、防災リーダーとは、災害時にお

いて公的機関が災害現場で活動を開始するまでの間、近隣住民の先頭に立って防災活動

を行う方であると認識しております。あくまでも自主的な活動であることから、町が配

置するといったことはしておりません。

２点目の「オペレーションルームの設置は」についてですが、オペレーションルーム

とは、災害が発生した際における対策拠点と理解しておりますが、熊野町におきまして
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は災害対策本部がこれに該当し、災害応急対応等に当たっております。

この対策本部の設置場所は、会議スペースや大型モニターなど必要機材等を配置する

必要があるため、現在は町民公室を使用しております。

次に３点目、「職員への研修及び訓練は」についてですが、新規採用した職員に対し

ては、採用当初の研修で熊野町の危機管理体制についてのレクチャーをし、また梅雨時

期前に、熊野町消防団の水防訓練に参加させ、災害に関する基礎的な研修を実施してお

ります。

これ以上の訓練については、通常業務との兼ね合いなどから実施できておりませんが、

本年度は総合防災訓練の中で、災害対策本部員向けの訓練を予定しております。

その他、避難所班など班ごとに、出穂期前にはシミュレーションを行っておりますが

全体的な訓練も必要であると感じておりますので、今後その実施については検討してま

いりたいと考えております。

最後に４点目、「気象防災アドバイザーの配置は」でございますが、気象防災アドバ

イザーとは、国土交通大臣が委嘱した防災の知見を兼ね備えた気象の専門家であり、一

定の経験を有する気象庁の退職者や気象予報士で、気象庁実施の研修修了者などが該当

すると承知しております。

自治体職員として勤務している方もおられると聞きますが、本庁においては広島気象台

長と町長が直接連絡を取りあえる体制を整えるとともに、防災・危機管理専門員が広島

気象台の専門員と直接連絡を取り合い気象情報を収集するなど、気象防災アドバイザー

に代わる役割も果たしていると考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 詳細な答弁ありがとうございました。

軟骨伝導イヤホンについてなんですけれども、現在ですね窓口に耳マークを設置され

ているということだったんですが、町民の方の利用状況をお伺いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 井原健康福祉部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○健康福祉部次長（井原） このマークを指して手段等に対応した実績についてなんです

が、数件あったとは聞いておりますけれども、窓口では聞こえづらいと思われる方には

積極的にこちらから対応しているように行っていることが現状となっております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） あまり利用されていないということなんですけれども、大きな声でです

ね、職員が話すことで個人情報が漏れるといったことを心配される方もいらっしゃいま

すが、その点についてはいかがお考えでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 井原次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○健康福祉部次長（井原） やはりですね、窓口のほうでほかの住民の方もいらっしゃる

のは承知はしておりますけれども、御本人の方に、来庁の方に住民の手続、諸手続を正

確に伝えるとなると、やはりやむを得ないということで、大きな声で対応しているとい

うのが現状になっております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） この軟骨伝導イヤホンは、個人情報を周囲に聞かれるリスクも減らすこ

とができますし、難聴者の方のプライバシーの保護にもつながります。また窓口で対応

される職員の業務のですね時間の短縮も見込まれるため、職員の負担軽減にもつながる

と思います。窓口用の価格は３万円弱で、製品によっては数十万円することもある補聴

器と比べても安価ですので、ぜひとも住民サービスの向上のためにも設置していただき

たいと思います。

また難聴の高齢者は、認知機能が低下傾向にあるという研究結果もあります。耳が聞

こえにくいと会話が少なくなりがちなので、認知症予防のためにも、この軟骨伝導イヤ

ホンを使って積極的にコミュニケーションを取り、脳の活性化につなげていただくため
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にも、もし設置となった場合には、認知症カフェなど高齢者が集まる場所にも設置をし

ていただければと思いますが、いかがでしょう。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 竹本高齢者支援課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○高齢者支援課長（竹本） 難聴の場合、日常的な会話が困難となり人とのコミュニケー

ションが減ることで、ひきこもりや認知症になり得る一つの要因であることは承知して

おります。

軟骨伝導イヤホンの啓発につきましては、利用状況や効果など、他市町の事例を参考

にして、その方法を研究してまいります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） よろしくお願いいたします。

聞こえに不安がある方は、高齢者だけとは限りません。大きな音が長時間続く工場な

どの職場環境で聞こえが悪くなる騒音性難聴や、若い人を中心に増えている大音響で音

楽を聴くヘッドホン難聴の方もいらっしゃいます。町民の皆様が安心して手続を行える

よう、骨伝導イヤホンの役場窓口への設置を要望いたしまして、この質問については終

わらせていただきます。

次に「防災体制の強化について」なんですけれども、防災リーダーについて改めてお

伺いいたします。

危機管理のプロである自衛官のＯＢの採用について、役場の防災リーダーとして配置

をされているのかお伺いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 北川防災安全課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○防災安全課長（北川） 防災リーダーの配置でございますが、令和２年４月に防災危機

管理専門員として、自衛隊のＯＢの方を１名配置していただいております。

以上です。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 令和２年度から配置されているということなんですけれども、この方の

ですね、日常的な業務内容をお伺いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 北川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○防災安全課長（北川） 防災危機管理専門員の日常的な業務内容でございますが、地域

防災計画等の確認、それからその計画の修正の要・不要の検討であったり、防災講座学

習の際の講師をしていただいたり、ほかにも防災訓練の相談等ございましたら、そちら

の相談と助言、それから訓練に関する指導等を行っていただいております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） それでは次にですね、災害が発生した場合の業務内容をお伺いいたしま

す。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 北川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○防災安全課長（北川） 災害が発生した際には、災害対策本部というものを設置いたし

ますが、そちらの一員として本部のほうに参加していただいております。その際には、

広島気象台からの気象情報の収集・分析であったり、被災情報の収集の整理であったり、

災害対策本部から発出する災害対応に関する助言等をいただくような形としております。

また、自衛隊出身という経歴を生かした自衛隊派遣等々の連絡調整を担っていただくよ

うにしております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 以前に質問したときにですね、町内の特徴を熟知した方ということを申

し上げたんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 北川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○防災安全課長（北川） 町内の地形、場所等々の熟知でございますが、今、採用させて

いただいておる危機管理課の方については町外者でございますので、当然ながら町内の

地形等々の熟知はされておられない状態でございましたので、可能な限り職員が現場に

出る際随行したり、それから防災・減災まちづくり会議等々にも参加していただいて、

町内の様子、地形等々がどういったものであるかっていうのを、日々勉強していただい

ておる状態でございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） ありがとうございます。町外から来ていただいてるということで、今後

ですねしっかり熊野町の地形、特徴を熟知していただきたいと思います。

この防災リーダーの役割については、後ほど改めてお伺いいたします。

次にオペレーションルームの設置についてですが、災害対策本部が町民公室を使用し

ているとのことですが、実際にですね、災害が起きた場合に、どのようにその指揮命令

系統、先ほど言いました被害状況とか気象、地形、部隊の動きなどを、どのように把握

されるようにしているのかお伺いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 北川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○防災安全課長（北川） 災害対策本部におきましては、災害が発生した際に、各部署か

ら町内の被災状況であったり気象情報、それから避難所の状況などの情報が一元的に集

約され、情報共有されるような仕組みとなっております。それを基に災害対策本部のほ

うが、災害対応について指示を出すような体制とさせていただいております。



－110－

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） その際にですね、防災安全課では何が行われていますか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 北川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○防災安全課長（北川） 防災安全課のほうでは、主に気象情報の収集であったり、近隣

の自治体の避難情報の動きであったり、そういったものを情報収集を主にやっておりま

す。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） それでは、防災安全課で情報収集したことを災害対策本部に伝えるとい

ったことでよろしいですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 北川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○防災安全課長（北川） 議員のおっしゃるとおりでございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 熊本地震の際にですね、危機管理防災企画官として指揮を取られていた

元一等陸佐の方は、自衛隊の作戦運用台方式というものを導入され、指揮台を設置して

被害状況、気象、地形、部隊の動き、物流などが一目で分かるようにされ、状況判断や

意思決定などを行っていたそうですが、熊野町では様々な情報が一目で分かる指揮台の

ようなものは設置されていますか。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 北川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○防災安全課長（北川） 災害対策本部にそういったようなもの、それに近いものが設置

されていると承知しております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 住民の命を守るため、発災後の初動対応は最も重要な取組であり、目ま

ぐるしく変わる状況を見極め、判断し、命を救う対応が迫られます。刻一刻を争うため、

瞬時に判断できる資機材の設置は欠かせないと考えますので、調査研究され御検討くだ

さい。

次に町長にお伺いいたしますが、熊本県ではこの状況判断や意思決定においては、首

長から一任された防災企画官がされていたようですが、この点について町長のお考えを

お伺いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 三村町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 組織の規模にもよるんでしょうが、我が町では私は直接指示を出してお

ります。ほとんどの事項についてその場で指示を、報告を受けてその場その場で指示を

出すようにしております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 防災の専門員であるこの危機管理監に状況判断や意思決定を行っていた

だくということについては、どのようにお考えですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 三村町長。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 災害の発生時というのは非常にいろいろな対応がございまして、一律に

は決められないんですが、ただ専門性の高い分野ですね。熊野町の場合でいくと、専門

職で自衛隊出の方を採用しておりますが、その方の今後の気象情報について、３０分か

ら１時間置きにですね、ひどいときには確認を取るようにしております。

そして、最終的には気象台と連絡を取りながら、その方も連絡を取りますが、私も先

ほど答弁しましたように、気象台長と広島気象台長ですね、ホットラインがつながって

おりますから、今まで直接電話が入ったことは１回あるかないかという状況ですが、そ

ういう状況は必ず連絡取れるような状況というのは確認しながら、作業を進めておりま

す。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 熊野町の場合は町長が判断されるということで、分かりました。

次にですね、職員への研修や訓練についてですが、先ほど来話をしておりますこの初

動対応については、訓練が必要と考えますがいかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 北川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○防災安全課長（北川） 初動の対応に対する訓練でございますが、避難所班等々では、

毎年度当初に新しい班編成されますので、その際に班長等々を集めて、シミュレーショ

ンのほうを実施しております。そのほかの訓練については不足しているというふうに感

じてはおりますので、今後実施していく方向で検討させていただきたいと思っておりま

す。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 住民の命を守る大切な初動対応ですので、よろしくお願いいたします。
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またですね避難所開設訓練も実施するべきですが、近年は大雨や台風などが接近する

おそれのある場合に、度々避難所を開設されております。開設する際の職員体制につい

て、お伺いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 北川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○防災安全課長（北川） 大雨の際の避難所の体制でございますが、熊野町の水防計画書

というものに、各避難所班等々役割が振られております。その役割を振られた担当者が

各自が担当する避難所に赴いて、避難所を開設していくという流れになっております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） もう少し具体的にお願いいたします。防災安全課だけが動くのか、それ

とも町内の各担当課から何人か出られるのか、そういったところを詳しくお願いいたし

ます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 北川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○防災安全課長（北川） 避難所運営班につきましては、当初最初に開設する３か所の避

難所につきまして、避難所運営班として議会事務局職員、社会福祉課職員、高齢者支援

課職員、健康推進課職員、子育て支援課職員、税務住民課職員、収納推進課の職員、生

活環境課職員、教育総務課職員、会計課の職員の中から班の割り振りを決めており、そ

の中で担当となっている職員が、担当となっている避難所へ赴いて開設するという流れ

になっております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西川住民生活部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部長（西川） 水防計画の中でですね、役割を決めておりまして、まず情報収
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集は基本的には防災安全課が担うと。で、気象情報を見ながら早期警戒情報というのが

出ますので、その段階を見て、もう早期警戒情報が気象台のほうから出ますので、もう

職員に対しては、例えば自宅待機してほしいというような掲示板に流して、そういう体

制をまず警報が出る前に整えております。で、その時点でもう各避難所班であれば、例

えば当番、各避難所にこの職員というのを張りつけておりますので、まあ８名ぐらいか

な、それで当初は何人行くか、３人ぐらいになるかと思いますけれども、そういう順番

も、この交代の順番も決めておりますので、昼間に職員がいるとこもいますから、ちょ

っと違う体育館とかだったら、最初はですね、いるようなとこもありますので、そうい

うローテを組んでますので、早期に準備していた体制を、自宅で待機するような体制も

整える、夜に出る場合もあるかもしれませんので、そういう班の割り振りもしてる。

で、情報分析班は防災安全課が、例えば注意報出たら１人出てくるとかいうようなこ

ともしてますし、総務班といってそういう広報とかそういう部分を担うところとか、あ

と備蓄広報班っていうのもありますし、それとあと調査工作班というのは建設農林部と

かが中心になって、川の状況とかいうのを見守ったりするという班があります。また避

難所班というのは今言ったように、各避難所ごとに割り振りをして、その中でローテを

していくというような形にしてます。

基本的には情報収集班の防災安全課が早めに情報を収集し、注意報が出たら１人来る

ことをできるようにしてるとかいうようなこともして、情報収集したものを必要、タイ

ミングよく防災対策会議をする、設立するタイミングを決めてるんですけど、その部分

でやろうという、集まる体制になったら、数字の問題とか雨の時間・量とかで決まった

らそれで集まるんで、それは私、危機管理監のほうから情報集まってくる、それを町長

とかに報告をして集まるようにして、それでじゃあ今の警報を出すのか、例えばレベル

３とか４とか、まあレベル３、まずその前に自主避難をどうするかというようなことを

考えて、その判断をしていくと。で、やっぱり気象の情報もありますので、気象庁とか

気象協会とかそんな情報を見ながら、その情報を提供しながらですね、そこで判断して

早めの対応をしているのが現状です。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○９番（沖田） 詳細な答弁ありがとうございました。

平成３０年の７月豪雨災害時には、この避難所の配置について一部の職員に負担がか

かっていましたが、今お聞きしましたところ、そうならないように体制を整備してくだ

さっているということで安心いたしました。

避難所の受付についてですけれども、住民自らが氏名や住所を手書きする方式では、

時間を要する上、職員が避難者名簿を作成する際に、転記を誤る可能性も高い。そして

住民にも職員にも負担になります。

宮城県ではマイナンバーカードの情報を記録した身分証アプリを活用し、避難所に設

置された二次元コードを読み取るだけで受付ができ、１００人が参加した避難訓練で受

付が２分強で完了したそうです。熊野町は県内トップのマイナンバーカード取得率です

ので、積極的に活用されてはいかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 三村町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 今、沖田議員が言われた御指摘ですが、マイナンバーの活用ということ

で、我が町せっかくですね、中四国ですかねナンバー１の交付率を誇ってます。これは

ですねやはりこういった場面で、防災の面でもですね、積極的に活用していきたいと

前々から考えております。

宮城県がやられたということで、訓練の段階ですが、我が町も早い段階でマイナンバ

ーを使った訓練、もしくは避難所の開設というのを目指していきたいと考えております

ので、近々職員にはそういう指示を出していきたいと考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） はい、ありがとうございます。期待をしております。

また災害の発生後に最も迅速に取り組むべき事務として、罹災証明書の発行がありま

すが、この罹災証明交付業務に係る研修は実施されていますでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 北川課長。



－116－

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○防災安全課長（北川） 罹災証明の手続でございますが、平成３０年の際は確かに現場

の方でちょっと混乱して、住民の方に迷惑かけたという事実があったようでございます

が、今は防災安全課のほうで一元的に窓口となって、罹災証明の受付をいたしておりま

す。

建物調査については固定資産の固定資産グループ等々の協力を得ながら、罹災証明の

ほうを町、防災安全課のほうで発行しておる体制となっております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） ありがとうございます。この罹災証明書は被災者の生活再建に欠かせな

いため、交付には迅速性が求められます。支援金は義援金、税金の減免などの措置を受

けるために必要となります。さらに被害認定調査が終わらなければ、被災家屋の修繕、

撤去に取りかかることさえできません。現在、体制整えてくださってるということでご

ざいますけれども、この被害認定調査の訓練などは行われていますでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 北川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○防災安全課長（北川） 被害認定訓練というものは、今のところまだ実施をさせていた

だいてはおりませんが、固定資産税グループのほうにおきましては、罹災証明発行のた

めの研修に参加していただいております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） それではですね、固定資産グループの方、職員の方全員が調査をできる

ということでよろしいですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福嶋住民生活部次長。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部次長（福嶋） この被害認定調査なんですけども、ちょうど明日なんですが、

被害認定調査等罹災証明書の交付に関する研修会というものが、県の主催で開催をされ

ます。そこに固定資産税グループの新任職員、初任者職員２名がですね、参加するよう

になっております。固定資産税グループに所属したときにですね、初年度にこういった

研修に参加するようにはしております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） はい、ありがとうございます。

災害時には圧倒的な人手不足に陥るため、この罹災証明書の交付にＤＸを活用されて

いる自治体もあるようです。

愛知県の阿久比町ではですね、アナログ班とデジタル班に分かれて訓練を行っていら

っしゃいます。アナログ班は調査に出向く前に筆記用具や調査票、さらには地図などを

準備する必要がありましたが、デジタル班はタブレットを持って現地へ行くと、アプリ

に沿って調査内容を入力すれば調査が完了するといったものです。ぜひとも、こういっ

たＤＸの活用も考えていただきたいのですが、いかがでしょう。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西川部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部長（西川） まあそういう部分も必要だというふうに考えておりますが、そ

ういった場合はやはり大規模な時かなというふうには感じております。実際、今回職員

を、能登半島のほうに職員を派遣した場合ですね、タブレットで実際されてるいうこと

は聞いておりますので、町でそういう体制で、例えばタブレットをたくさん用意してと

いうことまではちょっとどうかなというふうに、そこまではやっぱり大規模になったと

きは、国とかいう支援を受けながらですね、できていけるものかなというふうに考えて

おります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 先ほどから罹災証明書、様々な被害認定調査のことなどを申し上げてお

りますけれども、職員にも負担がかかる、被災者にも負担がかかるということを考えま

すと、やはり職員の負担が軽くなることで被災者も守られるといったことになりますの

で、今後検討いただきたいと思います。

災害時には、こういった災害対応があるために通常業務が滞るといったことがござい

ますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西岡総務部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務部長（西岡） 大きい災害、甚大な被害が本町にかぶってきた場合には、確かに職

員大変な状況、業務がですね継続していくのがなかなか難しい状態に追い込まれること

はございます。ただ、今回の輪島市等での対応もそうですが、対ロ支援ということで、

国からの応援支援も派遣等もされますし、その段階で通常業務を、住民の皆様に迷惑か

からない程度のですね、必要最低限な業務は続けていけるように計画しているところで

ございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 避難所運営については、町内在住の防災士や自主防災組織また避難者自

身で運営できるような取組が進んでいるようですので、そういったところは職員通常業

務につけると思いますので、そのように協力してやっていただきたいと思います。

次に、気象防災アドバイザーについては防災リーダーである危機管理専門員が対応し

ているということですが、多くの情報が錯綜する中で、より専門性の高い気象防災アド

バイザーからの助言は、気象台からの情報提供よりも迅速に行えると考えます。

南海トラフ巨大地震などが発生した場合、広大な範囲で被害が想定されますので、気

象台は熊野町だけに情報を提供するわけではないと考えます。リアルタイムに助言がで

きる地域の特性を理解した気象防災アドバイザーの配置を、今後検討していただきます
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よう要望いたします。

熊本県の危機管理防災企画監は、防火のプロは消防、防犯のプロは警察、防衛のプロ

は自衛隊、防災のプロは自治体であると言われています。住民の命を守る「防災のプロ

熊野町」を目指し、さらなる防災体制の強化を要望いたしまして、私からの質問を終わ

らせていただきます。

ありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で沖田議員の質問を終わります。

続いて、４番、福垣内議員の発言を許します。

福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） ４番、福垣内邦治です。本日は通告に基づき、「一般ごみ収集方法の

改善に取り組んでいるか」に関しましての質問をいたします。

大まかな質問内容は、一つ、高齢者のごみ出し支援は改善拡充が行われていますでし

ょうか。

二つ、収集曜日などに柔軟な対応を検討していただきたい。

三つ、役場などから出るごみは減っているでしょうか。

四つ、災害のおそれのある避難情報発令時における収集に関して、の４点です。

ごみの問題はとても身近な問題です。全ての人が日常生活の中で避けて通れないこと

であり、日々の人々の環境意識の高まりなどを考えますと、広くは次世代へも影響を与

える問題でもあります。

身近な問題として考えますときには、自分でごみを集積所まで持っていけない独り暮

らしの高齢者世帯は年々増加しており、住民福祉の観点からも早急な対策が求められて

います。

子育て支援、少子化対策として補助金や給付金が各種検討実施されてまいりました。

熊野町により多くの若い世代に移り住んでもらいたいとの思いから、町独自の試みも行

われておられます。それらも大切ですが、子育てにおいて、おむつの問題は避けて通れ

ません。

苦労したことも、子供が育った私たち世代からしたら懐かしい思い出ですが、今現在、

子育てに奮闘されておられる御家庭においては、切実な問題でもあります。対応要する
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課題の一つかと思います。行政においては、どんどん新しい方法を試してみようとして

も、ごみの収集運搬、そして処理までの流れは一つの大きな事業であり、簡単に変更を

重ねることも難しかろうと思います。

毎年毎年分別方法が変わったり、ごみ出しの曜日が変わったりしてしまっては、住民

の方の利便性が損なわれ、対応する職員の方、業者の方の負担も多くなってしまい、好

ましいことではないと思います。

しかしながら、この先ずっとこのままでいいという問題でもございません。工夫を凝

らし、アイデアを出し、住んでいる方々の利便性向上に努めていっていただかなくては

なりません。そしてごみの減量を考えるときには、何より行政が率先してその対策を進

めていかなくてはいけないと考えます。民間に先んじてという考え方を取り入れて、率

先して取り組んでいただきたいと思います。

また災害が予想される際には、人命が最優先であることに加え、非常事態が近づいて

いるとのメッセージ性も込めて、ふだんのごみ収集もいつもどおりではないとのお知ら

せなども、必要と考えます。

最善策が簡単に見つかるものでもないとは思いますが、町の現在までの取組、そして

これから先の見通しについてのお考えをお聞きしたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 町長の答弁を許します。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 福垣内議員の御質問、「一般ごみ収集方法の改善に取り組んでいるか」

についてお答えします。大量生産、大量消費、大量廃棄のシステムであった従来の社会

経済の形から、限りある資源を有効に活用する社会への転換が強く求められる時代とな

っております。それに伴い、ごみの分別への町民の理解を得るとともに、分別収集の徹

底を終始し、熊野町循環環境事務所のストックヤードに資源ごみ等を一時保管すること

で、効率的なごみの資源化を図ることに努めております。

引き続き町民の理解と、参加による循環型社会を形成していくため、ごみ問題やリサ

イクルについての情報発信やＳＮＳなどを活用するなど、さらなる意識啓発に努めてま

いります。

詳細につきましては、住民生活部長から答弁をいたします。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西川住民生活部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部長（西川） 福垣内議員の御質問、「一般ごみ収集方法の改善に取り組んで

いるか」について詳細にお答えします。

まず１点目の、「高齢者のごみ出し支援はについて」ですが、環境省が令和２年度に作

成した高齢者ごみ出し支援制度導入の手引きを参考に、検討する必要があると考えてお

ります。

また令和６年３月策定の熊野町高齢者保健福祉計画第９期介護保険事業計画を作成す

る上で、令和５年１月から３月にアンケート調査を行っています。このアンケートの高

齢者へのごみ出し支援の必要性の質問において、「必要である」との回答の割合は、高

くありませんでした。

この結果は、アンケート上の数値であり、高齢者や障害者、体力の低下など様々な理

由で支援を求める方がいらっしゃることは承知しており、引き続き手引きや先進地の情

報を参考に研究してまいりたいと思います。

２点目の「収集曜日等に柔軟な対応を」についてですが、本町では古くからごみの出

し方のルールを決めており、毎年度、ごみの正しい出し方を、住民の皆さんへ配付して

おります。

平成１４年度以降、大きな変更はせず、地域の皆さんには十分御認識していただいて

いる収集日となっていると考えておりますので、柔軟な対応となると収集日を間違えら

れることも考えられることから、今のところその対応を考えてはおりません。

３点目の、「公共施設のごみ量は減っているか」ですが、各公共施設ではコピーのミ

スを機械的に減らすことや、ペーパーレス化を進め紙媒体の資料を減らすことなどによ

り、ごみの減量に進めております。このことについては引き続き関連部門と調整の上、

さらなるごみの削減につなげていきたいと考えております。

最後に４点目の、「災害時における収集に関して取り組んでいるか」についてですが、

災害の発生のおそれのある避難情報の発令時であっても、基本的には通常とおりの収集

業務を実施していますが、業務を遂行する上で命の危険を感じる状況となった場合には、

協議の上、収集の可否の判断をします。

近年、想定を超える自然災害が発生するおそれがあります。各業者はもとより、私た
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ち自身も「自分の命は自分が守る」が最優先の基本事項であり、報道していかねばなら

ないと考えておりますので、業者とも再認識し取り組んでまいります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） はい、ありがとうございます。それでは具体お聞きしてまいりたいと

思います。

まず初めに高齢者、特に単身高齢者世帯やごみの運搬に困難を伴う方に対する支援に

ついて、お伺いしたいと思います。

令和４年度９月議会において、他の議員の方からも、ごみ出し支援に関する質問もご

ざいました。ごみステーションまでの距離は各戸異なるため一律には申せませんが、坂

道がきつかったり遠かったりで、不便をされている方は多いと思います。何かしら行政

においてその後、補助拡充、対応はなされておられますでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 花岡生活環境課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） 先ほど部長の答弁にもありましたように、アンケート結果での

数字が低かったこともありまして、実際には何か新しい取組を始めるには至っていませ

んが、支援を求めておられる方もおられますので、今後も引き続き「ほっとくま」など

の利用できる地域支援を周知してまいりたいと考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） ごみステーションの新設などはですね、受入れ側の問題もあり、なか

なかスムーズにはいかないことかと思います。

例えば、可燃ごみのときだけですとか、粗大ごみ、大型ごみのときだけなど、臨時に

設定することができれば利便性は向上すると思うのですが、いかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○議長（時光） 花岡課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） ごみ収集の場所ですが、現在は既存のごみステーションを利用

していただき、可燃ごみや大型ごみをお出しいただくようになっております。しかし、

町内には数か所、大型ごみのみ通常の収集場所以外での収集をしているところもありま

すが、適正なごみ出し管理の観点から、ごみステーションでの収集に御協力をいただき

たいと考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） 住民の方において、ごみを出しておきたいのだけれども、困難なので

ついついためてしまうことになれば、将来には社会的な問題を抱えることに成り兼ねま

せん。対応をお願いしたいと思います。

次に、曜日などについてですが、これは具体的な相談がございましたので、広くこの

場で皆さんで協議いただきたく、質問を続けさせていただきます。

おむつなどの問題です。若い世代では、各家庭で１匹丸ごと生魚をさばいたりという

ようなことは、減ってきているように聞いてお聞きしました。清潔、衛生に関する意識

の変化から、生ごみや臭いの出るごみというものを、極端に嫌われている方も増えてい

るようにお聞きしております。

それもごみの収集サービスに関して申しますと、例えば私の住んでいるﾊﾞｽ地域では可

燃ごみは月曜日・木曜日の週２回の収集ですので、仮に木曜日に出たおむつなりはです

ね、月曜日の朝まで４日間、自宅保管する必要がございます。火曜日・金曜日の可燃ご

み収集の方々も、同じ状況になるのかと思います。

集合住宅では、特に近隣の方への配慮に苦労されておられます。この点に関してはい

かがお考えでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 花岡課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） 可燃ごみの収集回数を増やすことは、収集業務における稼働率
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や他の種別のごみ収集日の関係などもございまして、難しいのが現状となっております。

現在、可燃ごみは週２回の収集となっておりまして、年末年始を除いて祝日も収集し

ておりますので、この収集体制を維持したいと考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） 御家庭でのおむつの一時保管場所に困っているという方という若い方

の声にも、しっかりと応えていく必要があろうかと思います。

保育所などで行っていただいている使用済みおむつの処分、この取組は順調でしょう

か、評判はいかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 熊野子育て支援課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て支援課長（熊野） 町内の保育所、認定こども園では使用済みのおむつの処理を

施設で行っております。保護者は持ち帰ることがなくなり、保育士のほうは子供それぞ

れに分けていたという管理の部分がなくなって、双方の負担軽減となっており好評だと

聞いております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） こういうですね、保育所などでの使用済みおむつの処分なりは、保護

者、保育士さんともに負担軽減となり、子育て世代への方には非常によいアピールにな

るかと思います。

また、熊野町所有地やですね、また町で管理の各施設などへ、曜日を指定しない土日

も利用可能なような全町民対象の収集スペース、ごみステーションなどを設置いただく

ことはできないでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 花岡課長。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） ごみステーションですが、使用される方が管理しますという申

請に基づきまして設置させていただいております。曜日を指定しない全町民対象の新た

なごみステーションの設置は、その管理面から難しいと考えております。

しかし、熊野町環境事務所におきましては、平日第２土曜日、第４日曜日の午前９時

から１１時３０分までと、午前１時から午後４時まで、全町民の方を対象としまして一

時的な大量ごみの持込みを受け入れております。こちらをぜひ御活用いただきたいと思

っております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） 大型ごみ、各種の資源ごみに関しましては、必要スペースの問題もあ

り、現在の環境事務所を生かすことは大切なことかと思います。土日においても、受入

れ日を設定していただいておりますことは感謝いたします。しかしながら、少量のおむ

つごみのために、環境事務所まで車を利用して行くことはハードルが高いような気がし

ます。そうされている御家庭も非常に少ないと考えます。

まずはパイロット事業などとして、おむつ専用の収集ボックスなどを、例えば役場駐

車場の一角からでもスタートいただけたらと思うのですが、いかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 花岡生活環境課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） 子育て世代の方々の要望に応えていくことは必要であると考え

ますが、既存のごみステーションにおきましても、不燃物の収集日に可燃物を出すなど、

ルールが守られてない現状がある実情におきましては、おむつに特化したおむつ専用収

集ボックスの設置は、適切に利用されない恐れが大きいため、設置することは難しいと

考えております。

引き続き、現在設定されている収集日に、各ごみステーションへお出しいただくよう

に御理解、御協力お願いしたいと考えております。

以上です。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） ぜひこれもですね、御検討いただきたいと思います。

ごみステーションはですね、一種の啓蒙施設ということになろうかと思います。積極

的に受け入れる姿勢を、町には示していただきたいと思います。

続いてごみの減量につきまして、まずは行政からと考えます。先ほどの部長の答弁の

中で、ペーパーレス化によ、紙媒体の資料を減らしたとありましたが、実際にどのよう

なことを実施されておられますでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 榎並企画担当部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○企画担当部長（榎並） データベース化については、令和３年３月策定した熊野町ＤＸ

推進計画に基づき取組を実施しております。

令和３年度には、庁内ネットワーク無線化及び持ち運び可能なタブレット端末を導入

することで、紙資料を持ち運ぶことなくデータへアクセスできる環境を構築し、あわせ

てグループウエアやファイルサーバーの活用を強化することで、日常的な内部の打合せ

や協議、各種の会議の場においても、紙媒体ではなくデータによる資料共有を可能とし

ております。

また令和４年度、複合機更新の際にはファクス送受信を電子化し、紙での出力を不要

としております。今後もＤＸ推進計画に基づき文章管理、電子決済システムの導入検討

など、ペーパーレス化に取り組むこととしております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） ありがとうございます。こういう流れというものをですね大切にして

いただいて、さらにさらに進めていっていただきたいと思います。

それに関連いたしまして、私個人的にいつも気になっている点がございますので、こ

の場をお借りしてお聞きいたします。

町から発送されておられます郵便物についてということになります。固定資産税のお
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知らせや、各種保険料のお知らせなどの封筒についてです。

中国電力さんや、大手携帯電話会社さんでは、既に封筒の小窓にセロファンフィルム

の使用をやめ、そのまま紙の資源として再利用を即すためだと思うのですが、薄い透け

る紙での小窓に変えられているようです。熊野町での対応はどのようになっておられま

すでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西川住民生活部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部長（西川） 本町では事務費削減という観点から、窓開き封筒の窓の部分が

セロファンであるものを、より安価ということで多く採用しているところがございまし

た。

熊野町地球温暖化対策実行計画というのを策定しておりまして、その中でグリーン購

入、環境配慮契約等の推進を目標達成に向けた取組として掲げており、ちょっとそうい

う部分では、ちょっと取組が一部足らなかったかなというところはあったかと思います。

単価が倍半分違ったりする、枚数が少なければですね、ちょっとそういう状況もある

んですが、今後はその廃棄の際にそのまま資源ごみとすることができるセロファンでな

い薄く透けるタイプの窓開き封筒を採用する方向で、進めていきたいというふうに考え

ます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） ありがとうございます。在庫がなくなったりですね、新規に発注を行

われます際には、ぜひとも導入いただきたいと思います。

さらに申しますと、それらの封筒には、「この封筒は窓の部分も紙素材を使用してい

ますので、このままリサイクルできます。」との注記をですね、書かれている会社さん

もございます。ぜひとも御検討いただきたいと思います。

ほかにも紙資源の削減のためには、希望者へのネットを通じたメールなどの通知、デ

ジタルを活用した資源削減の観点からの取組も進めていただきたいと思うのですが、い

かがでしょうか。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 榎並部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○企画担当部長（榎並） メールによる通知文におけるデジタル活用策については、まず

各担当部署で検討していただくことになるんですが、今後、マイナンバーカードやスマ

ートフォンを前提とした行政手続のオンライン化により、紙媒体や証明書類の添付を不

要にするなど、業務フロー全体のデジタル化等に検討を進め、オンライン申請環境の充

実に図ってまいりたいと考えております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） 次の質問に移ります。

近年は梅雨時期、秋の台風シーズンだけでなく、災害級の大雨が予想される日が増え

ております。天気予報に気を配らなければならない日も多くなりました。避難情報が出

て、住民の方々に安全確保を呼びかけている中で、ごみ収集業者さんには、ふだんどお

りの収集をお願いしますというのは、いかにもバランスを欠いたことだと思います。避

難を町民全体や一部の方に呼びかけておいてとなると、矛盾が生じてしまうこともある

と思います。この点いかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 花岡課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） ごみ収集につきましては、町民の生活の安定のために、可能な

限り実施することが必要なものだと考えておりまして、収集作業員が危険を伴わない範

囲で実施していただくようにしております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） 今ではですねある程度前もって降雨の情報収集はできるようになって

きていると思うのです。「警報発令時にはごみ収集を行わないです」や、「避難情報発
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令時にはごみ収集を行わない場合もございます」とか、不急のごみ出しは控えてもらう

などの庁内放送、町公式ＬＩＮＥでの周知などの対策は取れないものでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 花岡課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） 現状、緊急時はもっと優先して伝達していかなければならない

情報がある場合がありますので、町内放送や公式ＬＩＮＥ等を活用しての、み収集関連

の情報発信は、実施しておりません。年１回配布しております「ごみの正しい出し方」

に、「悪天候時のごみ出しは大変危険ですので、可能な限り各家庭でごみを保管してい

ただき、次の収集日にお出しください」と記載するのみにとどまっております。このよ

うなことから、緊急時における直前の対応は難しいのですが、日頃からの取組としてで

きることを検討してまいります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） 昨年もですね、６月、７月に警戒レベル３、高齢者等避難がこれ３回

ぐらい出されております。避難所が最大で７か所設置もされております。そのようなと

きの、ごみ収集に関する取決めというものはございますでしょうか。避難情報が発令さ

れた場合に、当日または翌朝のごみ収集業者さんへの具体的指示は、どのように出され

ておられますでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 花岡課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） 現在、避難情報発令時におきましても、命の危険を感じる状況

でない場合には、ごみ収集は原則実施するようにしております。このため、当日や前日

に、ごみ収集業者への特別な指示は行っていない状況となっております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） この後ですね、特別な指示が出されないということは、通常どおりご

み収集を行ってくださいね、業者の方、作業される方は受け取られると思うんですが、

いかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 花岡課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） ごみ収集は町民の生活に密接に関係していることから、避難情

報の発令後でありましても、最新の降雨状況や今後の予想雨量などの気象情報が簡単に

確認できること、また、町内にはイエローゾーンなどに指定されておらず、避難を必要

としない地域などの比較的安全な区域もありますので安全面を考慮し、分類別の収集ス

ケジュールもあるため、可能な限り予定どおりのごみ収集を行っていただきたいと考え

ております。

命をかけてのごみ収集を実施していただきたいとは考えておりませんので、異常気象

時には、最新の活動状況を業者にお聞きしたりして、協議により対応しております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） 町とのですね委託契約に基づいて、収集の範囲、条件などが決まって

いると思うんですが、その際の説明の中で、警報発令中では安全確保のため収集を先延

ばしにしてもらって構わないとの説明を行うか、明文化しておくこともできると思うの

ですが、いかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 花岡課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） 現状の仕様書の中では個別の案件ごとに明文化はしておりませ

んが、契約上の疑義が生じた場合には協議する条項がありまして、これにより対応して

いるところでございます。

以上です。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） 共に安全、人命第一での運用でお願いいたします。

資源ごみについてお聞きいたします。資源ごみのうち、激しくぬれてしまった紙類、

ダンボールなどはどのようにする処分されていくのでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 花岡課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） 雨にぬれてしまった紙類、ダンボール類ですが、資源ごみとは

ならず、可燃ごみと処理をされています。本来であれば資源となり、売却収益となって

いるものが、可燃ごみの増加になってしまうのはとても残念なことであると思っており

ます。

町民の皆様にも御理解をいただき、御協力をいただくように努めてまいります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） 天候ばかりはどうしょうもないという点もあるんでしょうが、本来資

源として再利用できるものに無駄な処理費がかかっているということになれば、損失で

しかありません。町民の方への周知も、進めていただきたいと考えます。いかがでしょ

うか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 花岡課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） 議員御指摘のとおりだと思います。改めて、広報等で周知して

まいります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） 処理費に関連しての質問となりますが、町から広域での負担金として、

税金が投入されているものと推察します。もし町外からのごみ、特に大型ごみ、粗大ご

みなどが持ち込みされ、それが無視できる範囲を超えているとしたら問題であろうかと

思いますが、いかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 花岡課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） 大型ごみの町外からの持込みにつきましては、大きな問題であ

り、解決すべき課題であると認識しております。これまでに職員によるごみステーショ

ンの巡回をしたことはありますが、その成果は一時的なものでありまして、決定的な解

決策とはなっておりません。

引き続き他地域の情報を集め、有効な対策を検討してまいります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） 他の市町村さんではですね、ごみの有料化、指定有料ごみ袋の購入な

どが進んでおります。熊野町では、すぐの有料化ということは考えておられないという

ようなことでしょうが、いつまで無料でのサービスが続けられるのかと心配になる点も

ございます。大型ごみ用のシールなどの配布など、町内外のごみが分かるように、町民

の方へお手数をかけることとはなりますが、貼付、添付をしていただくなど、外部から

の持込み抑制の観点から有効かと思いますが、いかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 花岡課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） 大型ごみが町外から持ち込まれることに対しての対策は必要で

あると考えております。大型ごみへのシールの貼り付けも、一つの対策として今後検討

してまいります。

以上です。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） ごみの問題は多岐にわたってまいります。今後問題になるであろう不

法集積ごみなどの点の対策は、どのようになっておられますでしょうか。また勉強会な

どはあるのでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 花岡課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） 不適正処理されている廃棄物のうち産業廃棄物が含まれている

場合には、広島県と連携をいたしまして対応しております。引き続き、広島県と情報共

有を図りながら対応をしてまいります。

また勉強会ですが、県の主催する研修会の参加など、例年定例的な研修に参加をして

おります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福垣内議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○４番（福垣内） ありがとうございました。質問は以上です。今後もごみに関しての問

題は、人々の生活ある限り続いていくかいくことかと思います。条例制定などは相当程

度時間の作業になるかと思います。都市部で問題となっていることは、喫緊に熊野町で

も対策を講じていただかなくてはならないこととなります。先延ばしせず、早急に対策

に着手いただきたいと思います。

おむつなどのごみの問題は、当事者でないと実感できにくいものです。子供用おむつ

だけでなくペット用、高齢者用と多種多様です。困っている方の声に耳を傾ける必要が

あろうかと思います。全国レベルではリデュース、リユース、リサイクルの３Ｒの推進

など意識の高まりを期待するところではございますが、町政におかれましては住民への

きめ細やかな対応を通じて、暮らしやすく美しい町並み熊野の風景が次世代へと引き継

がれていくように御尽力いただきたいとお願いいたしまして、私の質問を終わらせてい

ただきます。
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御答弁は結構です。ありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で福垣内議員の質問を終わります。

暫時休憩いたします。

開催は１１時から。

（休憩 １０時４６分）

（再開 １１時００分）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 休憩前に引き続き、会議を再開します。

続いて、１０番、片川議員の発言を許します。

片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） １０番、片川でございます。

本日は、通告どおり「平成２６年１２月定例会において私より発議し議決いただいた

『老朽化している教育施設の整備促進を求める』以降の教育施設の現状」と、「河川管

理」について、２点お伺いいたします。

１点目、発議以前より幾度となくお願い申し上げ、耐震補強工事予算を理由に先延ば

しであった老朽化した教育施設整備、平成２７年度に耐震工事を終了し、発議議決後、

早いもので１０年を経過しようとしております。そこで、町長部局と教育委員会の整備

改善努力、そして成果と経緯について、教育施設、教育現場の今後をお伺いいたします。

２点目、梅雨、台風、線状降水帯、ゲリラ豪雨、災害と町民生活の安全に直結する不

安要素が増大する時期となってまいりました。町民の安全・安心を改めて念頭に置いて

いただかなければなりません。そういった意味からも、昨年９月定例会一般質問におい

てお伺いした、河川管理についてのその後の動向を、検討、成果そして今日から含め、

どう検討・執行なさるかをお伺いいたしたいと追跡いたします。

以上２点、お伺いいたします。詳細な御答弁を求めます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 町長の答弁を許します。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○町長（三村） 片川議員の二つの御質問のうち、１番目の「平成２６年１２月定例会に

おいて発議し議決した『老朽化している教育施設の整備促進を求める』以降の教育施設

の現状」についての御質問は教育委員会からお答えし、２番目の「河川管理」について

は、私からお答えいたします。

昨年９月以降、渇水期において町管理河川の河川浚渫工事や、河川改修工事を実施し

ております。また今年度も財政上有利な起債を活用して、当初予算で町内普通河川改修

費を確保しておりますので、引き続き、町民の安心・安全のため、適切に河川管理を実

施してまいります。

詳細は、建設農林部長から答弁をいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 堂森建設農林部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設農林部長（堂森） 片川議員の２番目の御質問、「河川管理について」詳細にお答

えします。

昨年９月に質問した河川管理について、９月以降の動向等につきましては、昨年度町

管理河川では９か所の河川浚渫、１７か所の河川改修を実施しております。今年度につ

きましては、町内普通河川改修事業として３,４００万円の工事請負費を当初予算で確

保させていただいており、河川浚渫や河床改修を予定しております。工事の実施に際し

ては、今後の出水に伴う河川の堆積状況の変化や河川施設の変状の状況、地域の要望な

どを考慮しながら対応してまいりたいと考えております。

また、県管理河川につきましては、昨年度、二河川や熊野川の浚渫工事を実施いただ

くとともに、災害復旧工事として二河川、熊野川の護岸整備をしていただいているとこ

ろでございます。引き続き町民の安心・安全を確保するため、適切に河川管理を実施し

ていただくよう、適宜県への要望を実施してまいりたいと考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 立花教育部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部長（立花） 片川議員の一番目の御質問、「平成２６年１２月定例会において発

議し議決した『老朽化している教育施設の整備促進を求める』以降の教育施設の現状に
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ついて」お答えをいたします。

教育施設の整備促進につきましては、令和２年１２月に学校施設の予防保全的な維持

管理、計画的な修繕や改善、あわせて中長期的な視点から財政負担を軽減・平準化を図

ることを目的に、学校施設長寿命化計画を策定し、学校施設の長寿命化を図っていると

ころでございます。

計画は人口の推移や、児童・生徒数の将来推計、財政状況、学校施設の保有量等を考

慮した上で策定をしておるところでございます。計画の中には、今後の学校施設の維持、

更新コストを踏まえて１０年間の実施計画を策定しており、この実施計画により修繕・

改善等を実施し、適正な教育環境を確保してまいりたいと考えております。

また、平成２６年度に行われた当時の文教委員会の学校視察により御指摘をいただい

た３７か所についても、２７か所、約７割程度を対応しているところでございます。残

りの箇所につきましても、長寿命化計画と併せ危険度、優先度を踏まえ、計画的に実施

してまいりたいと思っております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） まずもってですね、執行部の平素の積み重ねによりですね御努力、大

変感謝申し上げるところでございますが、平成２５年１１月２９日付で、インフラ長寿

命化計画が総務省より提示されており、翌２７年４月８日付で学校施設の長寿命化計画

策定に関わる手引き、これが文科省より示されておるところでございます。

その中で平成２５年１１月に策定されたインフラ長寿命化基本計画においては、各イ

ンフラ管理者が個別施設ごとの具体の対応方針を定める計画として、個別施設ごとの長

寿命化計画を策定することと、学校施設の長寿命化計画を策定する際の基本的な考え方

や留意事項、計画に盛り込むべき事項等を示し、押さえておくべきポイントや具体的な

考え方等を解説した手引きを作成と示されております。

この指針はですね、築２５年以上で改修を要する施設が８割であることによる安全上、

機能上の問題点。今後見込まれる膨大な老朽化施設の更新需要、そして国・地方ともに

厳しい財政状況、児童・生徒数の減少という学校施設の現状を捉まえ、その上でよりよ

い教育施設環境の確保、効率的な老朽施設の再生によるトータルコストの縮減、予算の
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平準化、今後の方針の共有による学校の関係者、地域住民の理解の促進のため示された

指針でございます。

その上、平成２６年１２月定例会において、老朽化している教育施設の整備促進を求

め、る発議させていただき議決したにもかかわらず、学校施設長寿命化計画の策定が令

和２年１２月までなぜかかったのでしょうか。指針においては、築２５年以上で改修を

要する施設が８割、このように問題視しているところにもかかわらず、当町においては

築４０年から５０年の施設でございます。

この安心安全、心、教育環境の町民への影響が大変危惧されるところであるように思

われます。

あわせて２６年調査の修理項目、要望について７割修繕済みとのことでございました。

誠にありがとうございます。ですが、１０年で７割ですね。対応が遅いように思われま

す。ともすれば、最初に届けられた修繕箇所、また修繕箇所になってませんかね。教育

の町宣言をした当町にふさわしい対応がなされておりますでしょうか、経緯をお聞かせ

ください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 須賀教育部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（須賀） 議員御指摘のとおりですね、学校施設の耐震工事についてですね、

平成２８年度末までに完了するという期限がございましたので、平成２５、２６年度を

中心に急ピッチで耐震工事を行ってきた経緯がございます。それが平成２７年度に第四

小学校、東中学校の体育館、及び熊野中南校舎の耐震大規模改修工事が、最後に学校施

設の耐震工事が終わったというところです。

その後につきましては、学校施設長寿命化計画を策定をしてこなかったわけなんです

が、施設維持管理計画というものを計画しておりますが、こちらのほうで平成２８年度

から３０年度まで、小中学校の校舎の各種大規模改修を行ってきたところでございます。

それでその後につきましては、平成３０年豪雨やコロナ対策のこともありまして、令

和２年度まで空調設備の整備や防水工事等を中心に、修繕工事を行ってきたところでご

ざいます。こういう理由がございまして遅れを取るといったことになっております。

また２６年度に行われました学校施設の指摘にありました箇所につきましても、７割

ということになっておりますが、残りにつきましても今、長寿命計画を策定しておりま
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すので、計画的に実施してまいりたいというふうに考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） そうですねちょっと遅いんですよね。確かに災害もございました。コ

ロナ等もあって町政のほうもですね、執行が難しいところあったんだと思いますけど、

計画の策定というものに対する着手というものはですね、もっと早くできたんだろうと

思うんですよね。まあいろいろございます。大変だったと思うんですね。大規模改修等

やっていただいていることは、私も御承知いたしておるところではございますが、何分

にも見苦しい目指すところが、まだ手つかかずの部分もございます。その辺も御検討く

ださい。

それではですね、当町の施設、ＲＣ造、鉄筋コンクリート造がほとんどでございます。

コンクリートの剥離、鉄筋の腐食が目立つ施設がとても多いんですね。要因はどう理解

されておられますか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 須賀次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（須賀） 鉄筋コンクリートに生じる劣化にはですね、まず第１点目に、コ

ンクリートの変質、組織の崩壊、ひび割れ、欠けなどのコンクリート自身の劣化があり

ます。そして二つ目が、鉄筋の腐食があるというふうに考えております。とりわけ鉄筋

の腐食につきましては、屋上防水機能の低下等が挙げられるというふうに考えておりま

す。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） 修繕時、時期等のですね踏まえてですね、根本的に見直してもらうこ

とが必要なんじゃないかと思うんですよね。柱型、梁型、そして壁面ですね、これも鉄

筋からのですね、被覆圧が非常に薄いなと感じる建物、欠損してるとこを見ると思うん
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ですね。その部分をですね、当時の砂の問題であると、海砂を使った時代ございました

ね、ちょうどその時期に当てはまるんだろうと思うんですけどね。それだけが原因だと

は思えないんですね。どうも剥離しとる部分を見ると、鉄筋から仕上がりのコンクリー

ト表面まで、これも非常に薄いんですよね。それで、これに関してですね、それじゃあ

施工ミスなのか、こういうことを一概に申し上げるべきことでもございませんし、これ

も踏まえてですね、設計段階において、私も何棟か過去に見たことがございますが、新

築当時に鉄筋が必要なだけもちろん入ってます。入ってますが、密集し過ぎて、コンク

リートがまともに入るのか。そして、型までの被覆が足りるのか、ような状態を、当町

のことを言いよるんじゃないんですよ。よその物件でも、多々見たことございます。こ

ういうことをですね、建設部長どうでしょうかね。設計段階、この段階と施工中の管理、

これどのようになさってますか。設計士だけに任せてるんですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 寺垣内技術担当部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○技術担当部長（寺垣内） 片川議員御指摘のとおり、今現在というか近年ではそこら辺

は重々注意して見ているように、職員共々しております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） 専門職おられるんでね、当町に建設のほうおられるんで、設計段階、

図面が上がってきた時点でですね、鉄筋の量、それから被覆、特にこの被覆を重視して

いただいて、可能であるものなのかどうなのか検討いただいてですね、工事を前に進め

ていただきたい。このようにお願いしておきたいと思います。

それとですね、防水塗装を適時実施する。これをしっかり要望したいと思います。せ

っかく耐震工事を実施いただいても、躯体への防水効力が切れれば、耐震躯体の体力を

温存することが不可能でございます。過去に各施設何年置きに実施し、今後毎年計画し

ておられるのかお伺いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 須賀次長。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（須賀） 校舎の屋上全体の大きな改修につきましては、長寿命化計画に基

づき実施しているところではございますが、簡易的な防水工事、こちらを含めますと建

物が多いですので、ほぼ毎年行っている現状がございます。

今後の計画につきましてはですね、長寿命化計画のほかにも校舎等の状況に合わせて

定期的に実施してまいりたいというふうに考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） 外部防水がですね効力を失うと、目に見えない部分から浸食により内

部設備、施設への悪影響を与え、ランニングコスト、コストパフォーマンスの面からも

非常に悪くなると思います。ますます財政を逼迫し、悪い環境を生むように思いますの

で、よろしくお願いいたします。

そして、当町ではですね陸屋根の施設が多いわけですが、陸屋根の防水、シート防水

が主流かと考えられますが、この耐用年数は何年と考えておられますか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 須賀次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（須賀） 校舎等の屋上防水に広く利用されています防水シートにつきまし

ては、１５年程度の耐用年数があります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） 予算の関係上、１５年いう見方をするんでしょうけど、もっと早くね、

大体１０年すると切れる、防水効力が切れる思われてもらわないと建物の維持が難しい

んじゃないかないうような気がしております。よろしくお願いいたします。

適時防水処理をなされているか、どのぐらいのスパンで、１回の費用は部分補修のそ

の場合も併せて教えてください。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 須賀次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（須賀） 長寿命化計画に基づきましてですね、年度ごとに工事を計画をし

ております。大規模改修でのシートの全面的な張替え等、防水工事は何千万という単位

で費用がかかります。また小規模なものにつきましても雨漏りの原因調査や、目視によ

る防水シートのひび割れや剥がれ等に対応するために、部分的なシートの貼り付けや防

水塗装等で適時修繕を行っております。

費用につきましては、修繕箇所の面積や箇所によっても変わってきますけれども、簡

易工事以内、５０万円以内ぐらいで行っているというのが現状です。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） 何分にもね予算かかることですから、部分的な修繕も毎年のようにあ

るんかも分からんですね。ただ、この際にですね、しっかりとですね、下地がどうなっ

ておるのか。防水をやり替えるときの部分補修にしてもですね、下のコンクリの状態が

悪いと、幾ら接しても無駄なことになりますので、その辺も考慮してください。この陸

屋根の防水機能劣化はどう考えておられるかいうことなんですね。何年かに一度、１,

０００万単位の予算を今後も投じるのであれば、今後陸屋根を順次、勾配屋根になさる

検討をされてはいかがでしょうか。このほぼほぼ陸屋根防水改修費用で勾配屋根を作成

でき、なおかつメンテナンスも安価であると思われますが、いかがお考えですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 寺垣内部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○技術担当部長（寺垣内） 経済性等を考慮しながら、効率的な工法を選択してまいりた

いと考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） ぜひですね、部分箇所しょっちゅう繰り返して、何年かに一度大規模

改修の防水いうようなことをされるんであればですね、今後しっかり考えていただきた

いと思います。

続きましてですね、ＲＣ造は鋼構造で耐震性に優れ、町民、児童生徒の安心安全に適

したものであるが、防水効力が落ちると気づかないうちに剥離による事故、躯体耐弱化、

そして内部劣化が生じ、児童・生徒のけが・事故につながることになり、心の成長にも

悪影響でございます。ただでさえですね、ＲＣ造の耐用年数は４７年と言われておりま

す。注視いただきたいと思いますが、いかがお考えですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 立花教育部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部長（立花） 経年劣化によりまして、校舎のコンクリート自体の劣化っていうこ

ともございます。コンクリートが劣化するということになればですね、ひび割れ等々生

じまして、そこから空気でありますとか水でありますとか、そういうものが入ってそう

することによって鉄筋がさびて、いわゆる鉄筋爆裂ということで、校舎の特に外壁の一

部がですね落下するって、落下して重大な事故につながるっていうことは、今４０年、

５０年経過した校舎につきましては、いろいろなことがあるように思われます。それを

見ております児童生徒についてはですね、やはり不安が付きまとうということも十分に

認識しております。

現在のところですね、事故につながる場合もあると思いますので、事前にそういう兆

候がある建物校舎につきましては調査を行いまして、外壁をですね、一部もう全部取っ

たりとか、取ってまた鉄筋の爆裂、そういうものが起こらないようにさび防止というん

ですか、そういうものをしながら安全を確保しながらやっているところでございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） そうですね、おっしゃるとおりそのとおりになってますね。

今、団地の県営を立て替えしておりますよね。その立て替えるまでの悲惨な状況と、
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同じような校舎がございます。十分にね、注視いただいて努力いただきたいと思います

ところで。

このたびですね第三小学校の改修工事の予算が、本年度に組まれているところでござ

います。この計画ですね、南校舎の建て替えに際してのコンクリートの剥離のひどいと

ころですね。調査設計、計画予算との理解でもよろしいんでしょうかね。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 須賀次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（須賀） 熊野第三小学校南校舎につきましては経年劣化によりまして、外

壁・内部等の健全度が低くなりまして、改築これは建て替えが必要と判断されておりま

す。計画では改築に向けて本年度、基本計画・基本設計を実施しまして、来年度実施設

計、そして早期に工事に着手できればというふうに考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） 承知いたしました。誠にありがたいことだと思いますが、この進め方

ですよ。新築後、南校舎解体と仮設校舎建設後、そして解体、新築との費用対効果との

違い、そして工期、児童へのメリット・デメリットをお伺いしたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 須賀次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（須賀） 改築に伴いまして、仮設校舎を建設をしてということにつきまし

ては、現在の建物の配置、変更せずにすむものの改築事業費とか引っ越し建設をしない

配置計画を、すいません建築事業費とかの引っ越しを２回行うということになりまして、

学校への負担や児童への負担がかかります。工期に与える影響も大きいと思われますの

で、改築時には仮校舎を建設しないというようなことで、配置計画を検討したいという

ふうに考えております。

その検討に当たりましては、建築のまとまりや校庭の大きさなど教育環境の面を考え

て、学校の建築における制約や要望など視点も踏まえて、改築後にも良好な環境が保て
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るよう確保できるような計画というしたいというふうに考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） 一つ確認させていただきたい。非常にメリットがあるんでしょうが、

校庭というものですよね。今、私が想像いたしましたこれ校舎を一つ先に建てることに

なったらですね、校庭の確保はできるんでしょうかね。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 立花教育部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部長（立花） 仮設校舎を仮に校庭のほうに建てた場合、校庭の場所が確保できる

かということですけれども、新校舎ですね。新校舎そうですね確保できるような配置等

を、基本計画でございますか基本設計のほうで考えさせていただきたいと考えておりま

す。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） ぜひともですね、そのスペースをしっかり確保いただきたいと思いま

す。お願いしときますんで。

それでですね、次にＲ造、鉄骨造もございますね当町に、Ｒ造の防水が大変重要でご

ざいます。これに対する防水塗装は適時なされておられますでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 須賀次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（須賀） 鉄骨造ということでございますが、主に体育館や武道館において

屋根の改修、防水工事を行っているところでございますが、状況によっては屋根や外壁

に防水塗装を行っているという状況でございます。

以上です。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） そうですね、武道館とかですね、第四の体育館これ耐震補強に合わせ

てしていただいたんでしょうけど、屋根の改修済んでおりますね。ただ、校舎のベラン

ダ、手すりとベランダの手すり等ですね、そして通路、駐車場棟の屋根、躯体鉄部のさ

びが非常に目立つんですね。特に第三小学校体育館の屋根、これはサビでできとるんか

なというぐらいひどい状態になっております。非常に教育施設として見苦しいことと、

さることながら雨漏りの直前と危惧されるような状態になっておるように思いますが、

早ければ塗装するんでしょうけど、長く放置すればですね、穴が開くのを待っとるんか

ないうような気がいたしております。吹き替えでわざわざ大きな予算を使う予定なのか、

屋根材に雨漏りを発生させればですね、屋根の下地も傷みます。これまた下地からやり

替えることになると、また予算余分にかかりますね。で、長いこと放置すればですね、

床材も壁材も傷んでくることになってまいりますが、いかがお考えですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 須賀次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（須賀） 校舎のベランダとか手すりですね、こちらのほうの点検というか、

建築基準法で定められております１２条点検、こちらのほうや日常点検を実施しており

まして、緊急性・安全性を考慮し順次修繕を行っている状況です。

それで熊野第三小学校体育館の屋根につきましては承知しているところではございま

すが、何せ先に修繕するところが多くて、修繕に至ってないというのが現状でございま

す。現状を注視しつつ、早急に早期に修繕したいと考えております。

それで一応、長寿命化計画中にも第三小学校の体育館は計画しておりますので、それ

がもう早くなれば早くなるように考えてみたいと思います。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） ちょっと一つ教えてください。この１２条点検とは。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 須賀次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（須賀） １２条点検というものでございますが、定期報告制度ということ

で、不特定多数の人がですね利用する建築物においては、所有者、管理者は専門技術を

有する資格者等に定期的に調査・検査をさせてですね、その結果を特定行政庁に報告す

ることが定められたということで、点検を行っております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） はい、ありがとうございます。

学校施設長寿命化計画の策定までですね、発議決定より７年、そして文科省の指針よ

り８年を要しております。公民館・図書館等の社会施設の計画策定はどうなってござい

ますですか。

今後また７、８年かけて策定される御予定なのか、また新たに建築されたみらい交流

館そして西東防災館も新しいございますが、視野に入れて検討、計画なされておられま

すでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 須賀次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（須賀） 社会教育施設等につきましても、毎年度見直しを行っております

施設維持管理計画により大規模工事等を実施しておりますが、比較的新しい防災交流セ

ンター等につきましては、大規模な改修計画は現段階では計上はされておりませんが、

１０年後には計画に上がってくるものと想定をしております。

あと社会教育施設のほうの個別の計画というのは、現在考えておりませんが、従前ど

おりの施設維持管理計画により執行してまいりたいというふうに考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） 計画途中ということで捉えればいいんですかね。これまずいですね、

遅れ遅れの要因となるんじゃなかろうかと心配しております。西も東も敢行直後にです

ね、大きな不安要素ございましたよね。もうあえてこの場では言いませんが、喫緊の策

定、実行を要望いたします。

それで、発議・議決されたことはですね、学校施設だけではないですね。学校社会、

体育施設全体の整備でございます。お忘れなきよう喫緊に長寿化事業計画を検討実施い

ただきたい。

次に平成２９年９月定例会においてですね、学校施設及び体育施設への空調設備整備

促進を求めるを発議し、少数反対の中議決いたしました。近年の児童・生徒を取り巻く

気象温度は異常な状態でございます。空調整備の現状を問います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 須賀次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（須賀） 普通教室につきましては、全室空調が整備をされております。補

助金や交付金を利用しながらですね、特別教室の空調設備を現在整備しているところで

ございます。また町民体育館におきましては、災害の避難所ということで空調が整備さ

れておりますが、各学校の体育館につきましては整備をされておりません。大型扇風機

や換気設備で対応しているというのが現状です。

今後につきましては、国の動向に注視しつつ、早期に空調設備が設置できるよう計画

を考えていきたいと考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） はい、ありがとうございます。

社会体育施設は御承知のとおりですね。全町民、老若男女の生涯スポーツの拠点でご

ざいます。学校施設同様、引き続きしっかり管理・維持いただきたいと思いますがいか

がですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○議長（時光） 須賀次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（須賀） 社会教育施設も同じように管理をしていきたいというふうに思い

ます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） 社会施設もですね、そして学校の体育館、これにしてもですね空調の

ほうをですね、また今年も異常な暑さになってくるんじゃないかなというところを非常

に感じております。生涯スポーツの観点からもですね、夕方から活動される団体も多い

わけではございますが、これもしっかり視野に入れていただきましてですね、検討いた

だきたいと思います。何分にも予算がしっかりかかるところでございますんで、一遍に

一朝一夕いうわけにいかんでしょうけど、一つよろしくお願いいたします。

時間がないので、都合上ここで町長部局にお伺いいたしたいと思います。

令和４年６月定例会においてお伺いしたことでございます。基金を取り崩して購入し

た川角大原の土地活用はいつまで御放置なさるのかな。グラウンドゴルフ場用地として

平成２９年に基本計画なされ、平成３０年に実施設計、その後、避難道建設によりグラ

ウンドゴルフ公認コース建設は適さない土地となりましたが、避難道上ですね、３,８

０５約平米ございます。下部において３,４５６およそ平米ございます。延長１９０メ

ートル、幅の広いところで１２０メートル、狭いところで５０メートル、この土地、町

有財産の有効な活用をなさるべきと考えます。いかがお考えでございましょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 岩田副町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副町長（岩田） 御指摘のように前回、今のグラウンドゴルフ場で土地を取得して、災

害を契機にまあそこが道路ができたと、それによって敷地が分断されて当初のグラウン

ドゴルフ場ができなかった、おっしゃるとおりで、こういうことがあって御質問をいた

だいたと思います。

それですぐそれを受けまして、まあ当初がスポーツ施設で土地取得をしたということ
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で、教育委員会の担当のレベルなんですけど、面積的にまずどういった施設ならこの残

りに可能なのかという程度のまだ机上なんですけども、その程度の作業はさせていただ

いたんです。ただですね、町のほうにその当初グラウンドゴルフ強い要望があってやっ

たんですけども、それ以外の要望は受けてませんでしたので、また町のほうも、それ以

外の計画を持ってなかったので、先ほど言いました作業はこれ今後何かをやるときに、

どういった施設なら入るかなという検討する、それはそれとして十分な検討な趣旨がな

るんですが、その後についてはやっぱり用途が目的がはっきりしてから、やはり高低差

がありますので、どうですかお金がある程度経費を投じて設計等をしていく必要がある

ので、作業としてはそこに止まっているということでございます。

それで繰り返しになりますけども、まだの利用計画というのもグラウンドゴルフ場を

要望した、その要望も立ち消えになりましたし、それ以外の要望も今のところ町のほう

もないと。で、町のほうも今工房のほうに注力している中で、代わりの施設をすぐに何

かがいるという計画もないもんですから、今のところは保留状態になってて、その後、

新しいプランが浮かんだりとかですね、また要望等があるようでしたら、それについて

対応していくという今姿勢でおらしてもらってます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） 要望がないいうことだったんですが、この間の質問で、テニス連盟か

らの要望がございますということを申し上げたつもりなんですけど、テニスコートの整

備、これをお忘れなきように。

重ねて提案でございますが、生涯スポーツの一例として、ウオーキング・サイクリン

グ・水泳・ヨガ・テニス等挙げられますが、「最も長生きできるスポーツの種目は」と

題し、約８万人を対象に英国オックスフォード大学、エジィンバラ大学の共同で調査研

究され、オーストラリアシドニー大学研究チームがまとめられました。２０１６年１１

月に発表されたものであります。その中で、第１位がテニス、スカッシュなどのラケッ

トスポーツ、また「最も寿命を延ばすスポーツはテニス」と題した中で、１位はテニス、

２位はバドミントンとの発表が、神戸大学名誉教授山口泰雄氏よりもされております。

このようなことからですね、テニスコートの整備を以前も質問内で提案した趣旨も併せ

て御提案申し上げます。
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極力、箱物を小さく、有事の時も利用できるよう、一時避難所・ヘリポートでの共有

できる整備としても適していると思います。時間がないので、答弁はよろしゅうござい

ます。ぜひともお願いしておきます。

重ねて、駐車場も足らない状態もございます。あわせてグランドの入り口横の土地、

冒険広場の有効利用も検討くださいませ。そういうことを要望いたしまして、この質問

を終了いたします。

続いて河川管理でございますが、非常に時間がなくなりました。配分が下手なもんで

大変申し訳ない。質問を短縮いたしましてですね、２点だけお伺いいたします。

１点目、安全安心のため、浚渫についてでございますが、前回の答弁において町河川

は３０年以降、起債対象で適時実行中とのこと。先ほど来も答弁の中にございました、

後手後手と見受けられる部分が時々見受けられますね。追いついてないようです。早め

早めの浚渫を要望いたしたいと思います。また県管理の河川についても、後手後手でご

ざいます。どうかですね、今から雨が増えてまいります。それまでにですね、目につく

ところはですね、しっかり浚渫の努力をしていただきたい。

そして、予算につきましてはですね、昨年度と横ばいになってございます。これもま

た起債いうこともあるんですが、有利な起債でございますので、しっかり御検討いただ

きたいと思います。一つよろしくお願いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 短めにお願いします。堂森部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設農林部長（堂森） ありがとうございます。浚渫につきまして、いずれにしても後

手後手にないように考えてはおるんですけども、やはり全てが同時期になかなか対応で

きないという現実問題もございます。その辺も踏まえまして、極力その住民生活に影響

がないような形のものから率先してやっていきたい。

予算の確保につきましても、起債とはいえですね有利なものでございますので、それ

がある間は最大限活用するということを念頭に置いて、予算計上していきたい。県につ

きましても、要望をしっかり話す機会がございますので、繰り返しになりますけれども、

しっかりした声を上げていきたいというふうに思っております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） あの時期が時期ですのでですね、しっかりお願いいたします。昨年と

同じ答弁だったように思います。横ばいでないように、足らないものは予算を取ってい

ただいてですね、実行いただきたいと思います。町民の安全が第一でございますので、

一つよろしくお願いいたします。

最後に２点目ですね。町内一斉清掃の時期は変更なさいましたか。近年の町民を取り

巻く異常な気象状況を鑑み、昨年お願い申し上げたところでございます。改善なされて

ないいうことはないですよね。いかがでしょうかね。まさかとは思いますが、熱中症警

戒アラート、昨年もですねその時期発生しております。いかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 岩田副町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副町長（岩田） まず結論から申し上げると、今年も会議の中でいろいろお話をさせて

いただいたんですが、今年度の予定については予定どおり実施、実行するということに

なったそうです。

それで、特殊事象なんですが、これ非常に難しい問題だというふうに思います。まず

議員もいつも言われるんですが、この管理は町または県、公共ですね、公共がやるのも

う責務でございますので、そういう状況ではありますので、町内一斉清掃をなぜするの

かということもあって、御指摘のようないろいろな意見が出ているところなんです。そ

れで、こういったボランティア活動ですので、当然参加される方の中にいろんな意見が

あると、当然のことだというふうに思います。

ただ私思うんですがその一方でですね、これいつかちょっと担当が答弁したと思うん

ですが、この川掃除って昔言ったらしいんですけども、団地造成以後に始まったと。も

しそうだとすると、６０年近く続いてるわけなんですよね。そうしますと、私どもはこ

れはすごくすばらしい文化だなというふうに思います。それと同時にですね、自分たち

の町をきれいにしようという、町民の中に慣習があるっていうのは、河川の管理者とし

てはですね、大変感謝しているという状況でございます。

それで現状、これは私の地域しか私は分からないんですが、私の祖父母の時代ぐらい

からもうずっと続いてまして、私も出てたんですが、毎年川に入って、機械も使って作
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業をしてます。で、これは私の記憶では、誰からもその作業に関して指示を受けたこと

はなく、自然とみんなで作業を進めるというような状況になってます。これが全てかど

うか分かりません。ただ、そういうふうにですね、地域地域の判断でやってるっていう

ところも実態としてはあるのかなと思って。町の公衆衛生推進協議会も、やはりそうい

った地元の地域の判断というのはですね、尊重されてるんじゃないかという、そのよう

に感じておるんです。これは分かりません、ほかの地域のことは分かりませんので、そ

こら辺を公衆衛生協議会の中でいろいろ話していきたいというふうに思うんですが、や

はり皆さんがですね、納得されるような解決っていうのはなかなかいろいろな意見があ

って難しいと思うんです。ただおっしゃるように、危険な作業とかですね、危険な場所

でとか危険な作業は避けていただくので、決して強制的なものではありませんと、こう

いったボランティアですから、こういった周知っていうのは必要だというふうに思いま

すし、時期に関しましてもですね、果たしてその地域の皆さんは同じような時期を本当

に望んでおられるかどうか、ちょっとばらばらだったらっていうのもありまして、この

辺りもあって、公衆衛生推進協議会、地元の声も一番把握されてるでしょうから、我々

のほうからどうでしょうかっていうのをやってることです。

今年度は、先ほど申しましたようにそういう結論になったんですが、今後も引き続き

粘り強くこの話はしていきたいというふうに思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） おっしゃるとおりでね。よく私も分かるんです。私も子供の頃から熊

野におりますんでね、見てまいりもきましたし、掃除もしてきました。ただ団地ができ

てから、はなわったんだろうということでございましたが、それは皆さんの良心的な思

いから行われたことで、すばらしいことだと思うんですね。

ただ現状ですね、もう気象状況が明らかに違うんですね。これともすればまた人災を

起こしますよ。ここしっかりね、町民の安心・安全いうものをですね各担保いただきた

い。その中で、常に公衛協だという言い方おっしゃるわけですね。ですが、昨年におい

てはですね、西川部長のほうの答弁からですね。あまりにも早急な答弁、早急な答えが

出せないと、今年要望したことだからできないと、何年も前から町議会議員のほうから

何人かの質問をして要望しておると思いますね。それで去年の町長の答弁、今年は徹底
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しますということでございました。この答えをもう一度お聞きしたい。そして町民を守

っていただきたい。一斉清掃はね必要なことなんですよ。ですが、この川掃除というも

の、管理いうものは行政にございますので。川掃除いうことはね、もうこれなくそうじ

ゃないかと。これ町長にもう一度、去年と同様答弁いただきたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 三村町長、簡潔にお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） これはですね、公衆衛生推進協議会、自治会長がほとんどの構成メンバ

ーなんですが、提案申し上げましたがやはりですね、その中の話合いでどうしてもです

ね、熊野町は農業地域の町であることは間違いないんで、農業をやられてる方がですね、

関係ない人はそれほどでもないんですが、どうしても川に入って掃除をされる。これは

もう止めようがないんですね、どうもね。で、時期についても、検討してもらえないか

ということは申し上げたんですが、やはりこれも難しいということで、この１年間、検

討していただきたいということは申し上げたんですが、どうしても従来どおりに戻って

しまうということでございます。

非常にですね、気象も異常な状態になってきておりますので、私としてもやはりこうい

う時期に実施するのは避けてもらいたいんですが、やはり農作業の関係からとかですね、

いろいろそういった問題があってですね、なかなか改善には至っておりません。これま

あ申し訳ないと思うんですが、

まあ引き続きですね、粘り強く交渉して、僅かではありますが改善できるところがあ

ればですね、改善していきたいということでございます。まあやはり実施していただく

各自治会、この方々の意見を無視することはできません、さすがに。町長なんてそんな

えらくはないですから、はっきり申し上げて。だから皆さんの意見をですね、粘り強く、

こういったことは川に入るのはやめましょうとか言うことできませんので、まあ今後も

粘り強く交渉していきたいと思います。

回答になっておりませんが、以上がこの一年間の動きでした。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 時間となりましたので、以上で片川議員の質問を終わります。

暫時休憩いたします。

再開は１３時３０分です。
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（休憩 １２時０１分）

（再開 １３時３０分）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 休憩前に引き続き、会議を再開します。

続いて、７番、尺田議員の発言を許します。

尺田委議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○７番（尺田） ７番、尺田でございます。通告に基づき、今回は二つの質問をいたしま

す。

まず一番目の質問、「定額減税と調整給付金について」ですが、国はデフレ完全脱却

のための総合経済対策において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩

和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和６年分の所得税、令和６年

度分の個人住民税の定額減税を実施することにされました。減税額については、納税者

や扶養親族等１名につき４万円ですが、減税の方法については給与所得や年金所得、事

業所得などによって違いがあると伺っております。また減税し切れないと見込まれる方

については、調整給付金が給付されるとのことですが、この事務の取扱いやスケジュー

ルについてお伺いします。

続いて２番目の質問、「仮称新峠道と今後の町の道路行政について」お伺いします。

通告において仮称新峠道と表記しておりますが、仮称新峠線ですのでこの場をお借り

しまして訂正いたします。申し訳ございません。

この新峠線については、約５年前の令和元年１２月定例会において、私が一般質問し

た内容についての再質問であり、昨日、光本議員の一般質問において、三村町長が５戦

目を目指し、立候補の意思を確認しましたので、新峠線における現状及び再選後の計画

とそれに付随して町の道路行政についてどのようなビジョンを持たれているのか伺いま

す。

ちなみに令和元年１２月定例会において、私が質問した都市計画マスタープランの新

峠線構想についての概要でございますが、平本町長時代に立ち上げた新峠線構想ですが、

平成１７年から平成２０年にかけて国や県に町から積極的に働きかけ、国から大きな予

算が出て調査されたにもかかわらず、現実的ではないという町長の判断で、町からその

働きを止めたという経緯についてと、町の今後の発展と財政確保を考え、広島市、呉市、
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東広島市のトライアングルの中央に位置する地の利を生かし、人、物、金の流通と災害

時の避難路としての役割を果たす意味と必要性を訴え、この構想の再考をお願いしまし

た。

その回答として町長は、３年後ぐらいに瀬野呉線バイパスの第１期工事が終わって、

町内の砂防ダム、砂防堰堤防災センター、これらの災害復旧がある程度めどがついたら、

そこからスタートしたいと思っておりますと、三村町長はそのときお答えになられまし

た。現在そのときは来てると思いますが、現在はどのような動きをされているのでしょ

うか。

それでは、以上の２点の質問について、執行部からの詳細な答弁を求めます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 町長の答弁を許します。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 尺田議員の二つめの御質問、「定額減税と調整交付金について」と、

「新峠と今後の町の道路行政について」お答えします。

一番目の御質問「定額減税と調整交付金について」ですが、令和５年の経済対策に基

づき所得水準や世帯構成等に応じて、各種給付金の給付及び定額減税が実施されること

となりました。定額減税につきましては、令和６年分の所得税及び令和６年度分の個人

住民税において実施されます。減税額につきましては、納税者及び扶養親族等１人につ

き所得税額から３万円、個人住民税所得割額から１万円となります。定額減税可能額が

減税前税額を上回り、定額減税し切れないと見込まれる場合は、差額分の調整給付を実

施する予定です。

詳細は、住民生活部長から答弁します。

次に２番目の御質問、「新峠線と今後の町の道路行政について」ですが、新峠線につ

いては、国道や軌道系アクセスのない本町における交通ネットワークの強化を目的とし

て、熊野町都市計画マスタープランにも配慮している構想でございますが、現時点では、

実現が非常に困難であると認識しております。当面は町内の慢性的な渋滞を緩和するた

め、広域道ネットワークの根幹となる県道矢野安浦線及び県道瀬野呉線バイパス整備を

優先する必要があると考えております。

詳細は、建設農林部長から答弁をします。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西川住民生活部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部長（西川） 尺田議員の一番目の御質問、「定額減税と調整給付金について」

詳細にお答えします。

定額減税については、給与所得や公的年金、事業所得等に係る個人住民税の徴収方法

によって特別控除の方法が異なります。まず、給与所得に係る特別徴収の方の定額減税

については、所得税は令和６年６月１日以後、最初に支払われる給与等につき、源泉徴

収される所得税等から納税者及び扶養親族等１人につき３万円が控除されます。控除し

てもなお控除し切れない金額は、以後、令和６年中に支払われる給与つき、源泉徴収さ

れるべき所得税等の額から順次控除されます。等に

個人住民税は原則令和６年６月分は徴収されず、納税者は納税者及び扶養親族等１人

につき１万円の定額減税後の税額が令和６年７月分から令和７年５月分の１１か月でな

らして徴収されます。

公的年金等の所得に係る特別徴収の方の定額減税については、所得税は令和６年６月

１日以後、最初の厚生労働大臣等から支払われる公的年金等につき、源泉徴収される所

得税等から控除され、控除してもなお控除し切れない金額は、以後令和６年中に支払わ

れる公的年金等により、源泉徴収される所得税等から順次控除されます。

個人住民税は定額減税前の年税額を基に算出された１０月分の特別徴収税額から控除

され、控除し切れない場合は１２月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

また事業所得者等の普通徴収の方の定額減税については、所得税は令和６年分の所得

税の確定申告の際に、所得税額から控除されます。

個人住民税は、定額減税前の税額を基に算出された令和６年６月の第１期分の税額か

ら控除され、控除し切れない場合は、第２期分以降の税額から順次控除されます。

次に定額減税し切れないと見込まれる方への調整給付については、納税者本人と扶養

親族の数から算定される減税額が、定額減税を行う前の所得税額及び個人住民税所得割

額を上回っており、定額減税し切れないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市

区町村が定額減税し切れない差額を、１万円単位で切り上げて給付します。

このスケジュールについては、事務処理基準日が令和６年６月３日と設定されており、

今後事務処理を進め、夏以降の支給開始を予定しております。また住民から自治体への
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申請期限については、現在のところ１０月末までとされ、支給は遅くとも１１月末まで

とされており、これらにのっとり支給事務を進めてまいります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 堂森建設農林部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設農林部長（堂森） 尺田議員の２番目の御質問、「仮称新峠線と今後の町の道路行

政について」詳細にお答えします。

１点目の現状と計画についてですが、議員御質問の新峠線構想は、国道や軌道系アク

セスのない本町における交通ネットワークの強化を目的とした、大規模なバイパス構想

であります。そのため平成１７年から平成２０年にかけて、国や県と協議を交え検討し

てきたものの、調査の結果、この構想は地形及び技術面での制約があることや、多額の

事業費がかかることからも、現状では実現が難しい状況と認識しております。

２点目の町長の長期的なビジョンについてにつきましては、熊野町周辺の広域道路ネ

ットワークといたしまして、これまでに広島・呉自動車道、東広島・呉自動車道、国道

２号東広島・安芸バイパスが全線で供用開始し、さらに広島方面と熊野町をつなぐ広島

熊野道路は、令和２年度に無料化されております。これらの道路ネットワークの構築に

より、熊野町を取り巻く交通状況は改善してきておりますが、依然として県道矢野安浦

線及び県道瀬野呉線において、慢性的な渋滞が発生しているところが本町の課題となっ

ております。

そのため、県においては、県道矢野安浦線熊野バイパスと県道瀬野呉線バイパスを広

島県道路整備計画２０２１に位置づけて、事業を鋭意進めていただいているところであ

り、これらの事業区間の早期完成に加え、先線の校区に早期に着手していただく必要が

あると考えております。

一方で新峠線につきましては、都市計画マスタープランに記載している長期的な構想

であり、実現すれば町にメリットがあると考えておりますが、これまで平成３０年災害

からの復旧・復興や県道バイパスの整備促進を最優先してきたことから、平成２１年以

降、国や県に対して具体の動きはできておりませんでした。このたび、町内の災害復旧

事業も完了し、砂防激特事業の完成のめどが立ってまいりましたが、県道矢野安浦線熊

野バイパス２工区においては、今年度から一部区間で境界立会が始まった段階であり、
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まだまだ先が見通せていない状況です。そのため、まずは県道矢野安浦線の整備促進に

注力させていただき、事業進捗のめどが立った後に、国や県と新体制構想の協議や検討

を再開してまいりたいと考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 尺田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○７番（尺田） はい、詳細な答弁ありがとうございました。

まず一番最初にですね、定額減税と調整給付金について質問したいと思います。

こちらの事務処理基準日が６月３日ということで、これから事務を進めていくと思わ

れますが、現時点でおおよその対象者数、減税金額、給付額というものはどこまで把握

されておるでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福嶋住民生活部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部次長（福嶋） 本町の住民税にかかります定額減税の対象者は１万８５０人

で、定額減税額これはですね住民税のみの数字になりますけども、約１億６,６００万

円でございます。また定額減税をし切れないと見込まれます調整給付の対象者でござい

ますけども約５,０００人で、その調整給付額につきましてはですね、約２億２,０００

万円を見込んでおります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 尺田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○７番（尺田） おおよそのものっていうのが分かりました。

それではですね、調整給付の際に定額減税し切れない額を１万円単位に切り上げて給

付するということですが、この部分について詳しい説明をお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福嶋次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○住民生活部次長（福嶋） 納税者及び扶養親族数に基づいて算定されます定額減税可能

額がですね、令和６年分の推計所得税額または令和６年度分の個人住民税所得割額を上

回る方に対しまして、この上回る額の合算額を基礎として、１万円単位で切り上げて支

給をいたします。つまり、納税者お一人で４万円の減税を受けるべきところで３万５,

０００円しか減税を受けれなかったという場合につきましては、残りの５,０００円は

１万円に切り上げて支給をすることになります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 尺田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○７番（尺田） 今、話をさせていただいておる定額減税についてなんですが、給付金を

受け取るには原則個人の申請がなければならないということで、国の事業ではあるんで

すが、その周知方法っていうのは自治体によって違うそうです。

３番目の質問に入らせていただきますが、調整給付金の周知や申請方法、受け取り方

法などについてお伺いしたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福嶋次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部次長（福嶋） 調整給付金の受け取りにはですね、必ず申請が必要になりま

す。対象の方にはですね、手続方法を記載しました案内を、夏以降で送付する予定でご

ざいます。申請方法につきましてはですね、マイナンバーカードを利用した申請と書類

による申請を予定しております。受け取りにつきましてはですね、申請時に御指定いた

だいた申請者御本人名義の口座に振り込むことと、あとマイナンバーカードを利用しま

したオンライン申請、こちらについては公金受け取り口座に振り込む予定でございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 尺田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○７番（尺田） はい、分かりました。

それではですね、徴収調整給付した後も給付に不足が生じるということを聞いており
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ますが、これはどういうことなんでしょうか。また、その対応やスケジュールについて

お伺いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福嶋次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部次長（福嶋） 所得税の定額減税可能額を算出する際なんですが、現在入手

可能な課税情報を基に把握した納税者の令和６年分の推計所得税額、これはですね令和

５年分の所得税額となります。これを活用して算定をせざるを得ないわけなんですが、

実際の額による算定ではないことから、令和６年分の所得税額及び定額減税の実績額が

ですね、年末調整や確定申告で確定した後に、調整給付した額に不足が生じる場合がご

ざいます。この場合にはですね、国は追加でこの納税者に不足分の給付をですね、令和

７年度で行うと伺っております。その詳細なスケジュールにつきましてはですね、まだ

示されておりませんので、分かり次第、周知したいと考えております。

なお国はですね、調整給付に余剰が出た場合、この場合について調整は行わないとい

うことですので、調整給付を支給し過ぎてですね、もらいすぎた場合なんですが、こち

らは返金をいただく必要はございません。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 尺田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○７番（尺田） 大体、今分かる範囲でのことを伺って、おおむね分かることができまし

た。詳細な答弁ありがとうございました。

こちらの事務処理基準日が６月３日ということで、これから事務を進められると思い

ますが、近年各市町が競争のように早く支給するということを聞いております。そうで

はなく、漏れのないように慎重に取り組んでいただきたいと思います。これは国の政策

ですので、町は国の示した基準やスケジュールに沿った事務を適切に行うことをお願い

しまして、一番目のこの質問はこの辺りで終わりたいと思います。

続いて、２番目の質問に入らせていただきたいと思います。「新峠線と今後の町の道

路行政について」なんですが、先ほどの町長答弁なり、部長答弁聞いておりますと、ま

だ何もこのことにはアクションもしていないということは分かりました。していない以
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上、ちょっとこれ以上聞きようもないし、昨日、荒瀧委員なり光本議員の質問の中でで

すね、これから町の道路行政なり、町長が思い描くビジョンっていうのはある程度私も

理解しましたので、言うほど質問することがもうなくなってしまっているんですが、町

長今回の新峠線のことについては、ちょっと私が聞きたいことだけ簡単に聞いて簡単に

済ませたいと思います。

前回の一般質問において、町長からの回答は冒頭で述べたように、新峠線構想の協議

や検討は、前回の一般質問をした令和元年１２月定例会から３年後ぐらいに、瀬野呉バ

イパスの第１期工事が終わって町内の砂防ダム等の建設なり、それらの災害復旧がある

程度めどがついたら、そこからスタートしていきたいとおっしゃっておりました。今回

の答弁では、県道矢野呉線の進捗のめどが立った後に、国や県と新峠構想の協議や検討

を再開するとの答弁がございましたが、このことについては当初の一般質問以降ですね、

どんどん遅れている状況であると思いますし、新峠線の早期実現のためには、町長の政

治手腕っていうのが私は問われるんじゃないのかなというふうに思います。

ちょっと話がずれるかもしれないんですけども、昨日の荒瀧議員の一般質問の中で、

筆の里工房周辺の公園事業においては維持費・管理費等で、年間５,０００万円くらい

かかるという話がございました。そのときにですね、執行部のほうは否定も肯定もして

いなかったので、５,０００万円ぐらいおおむねかかる見込みであるんだろうなという

ふうに思ったんですけども、その中で昨日の副町長の答弁では、非営利事業であるから

仕方がないというふうに私は捉えました。ですが、その５,０００万円というのは町の

一般財源から捻出されるものです。その補塡ができる新規事業はあるんだろうかという

ことを私は思いましたし、それがなければそのしわ寄せがどこかの事業に来るのか、職

員の給与とか雇用体系に響くのかなというふうに、私は思って聞いておりました。

筆の里工房周辺公園の公園の事業については、筆の里工房を生かすために付加価値を

つける事業であると思って、私は賛成しました。個人的には、こういった付加価値をつ

ける事業に取り組む前に、矢野安浦線からスムーズなアクセスができるような道路イン

フラの整備が先決だと思っておりましたら、卵が先か鶏が先かという議論になると思っ

て、それを回避するために賛成しましたが、昨日の荒瀧議員や光本議員の質問の中では、

その気はあまりないように私は受け取られました。

新峠線の実現は町に大きな経済効果が期待される事業だと思っております。移住定住

対策や空き家対策、人口減少対策や町の自主財源の確保にもつながり、実現すれば町に
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とって大いにメリットがあると私は信じております。

住民に対しては、固定資産税が上がるというデメリットにはなりますが、土地の資産

価値については上がることになります。近年、熊野町は公共施設など、いわゆる箱物が

増えており、当然その維持費・管理費は増加しております。町は人口減少に歯止め歯止

めがかかったとか、前年より人口が増加したとか言っておりますが、私はこのことにつ

いては一時的なものだというふうに思っております。

今後、私は今後の町の税収の低下と、それによる行政サービスの低下が心配でなりま

せん。こういったことに対応できる即効性のある事業は、私は新峠線の実現しかないと

思っております。

本町は今、県道矢野呉線や瀬野呉線バイパスといった大きな事業を抱えておりますが、

それと同時に新峠線の着手というのは到底無理なことだとは、私は理解しております。

しかしながら、二つの事業についてある程度めどが立てば、スムーズに新峠線に着手で

きるような体制がとれるように、今から県・国・近隣市町への行政的な、政治的な根回

しは、予算のかかることではございますし可能だと私は思っております。

この新峠線の実現は非常に難しいことということは、私は分かっておりますが、早期

実現に向けて町長ができる、今できることはしっかりと尽力いただきたい、そのように

思っております。ぐずぐずすればするだけ町の発展は遅れるものだと、私は思っており

ます。このことについて町長どうでしょうか、そういった政治的な根回しといいますか、

近隣市町や県・国のほうに要望を伝えるなりの動きっていうのは可能でしょうか、今現

在。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 三村町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 新峠線というの、町長になって１６年がたとうとしておるんですが、前

町長が国交省というか東京に行かれて、当時、衆議院で九州の衆議院議員さん、道路族

のドンと言われとったＫさん、個人名は出しません、と赤坂でお話をして、調査費がつ

いたということは町長本人から聞きました。ただ、調査費がつくということは非常に重

要なことではあるんですが、それが全てではございません当然、調査した後、設計に入

り、それから本予算がついていくということになろうかと思うんですが。結局、熊野町

が国交省から認められたのは調査費ということで、実際に調査されたみたいですが、あ
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まりにも思った以上に厳しい道路であると。私、呉の出身であれですが、旧音戸橋、ル

ープになってますよね。ああいう感じになるんですね。だから、とてもじゃないがあれ

ではですね、構造上から道路構造上からも大量の車が走るというのは無理なんですね。

だから建設に着手したところで、その程度のことだったんではないかと考えておりま

す。これは議会の答弁上お聞きするんですが、これはあれになるのかな、再質問になる

んかな確か、反問件かな。僅かでいいなら、ちょっと質問したい、逆に。

○議長（時光） 暫時休憩いたします。

（休憩 １４時０３分）

（再開 １４時０７分）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 会議を再開します。

尺田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○７番（尺田） すみません、どうしようか。何をどこからどう話していいかちょっと途

中で分からなくなったんであれなんですけれども、先ほど町長の答弁の中でですね、そ

の平本町長時代は音戸大橋のようにループでしないといけない、そこまでのルートにお

いては立退料なり保証料なり、またそういった技術的な面で難しいということであった

んですけども、前回の私のあの一般質問では、ちょうど東広島から広島までの安芸バイ

パスというものが山際にできたから、そういった２号線までの経路と、先ほどの高低差

を解消するためのループ橋っていうんですかね、あれを作る必要がなくなったというこ

とで、当時よりかは遥かにコストも削減できるし、当時の計画なり構想よりかは実現が

可能ではないのかなというふうに私は理解して、このたびこういった要望なり、あれか

らどうなりましたかという質問のほうをさせていただきました。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 堂森建設農林部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設農林部長（堂森） 令和元年の御質問からのその後ということで、お答えをさせて

いただいたつもりでおるんですけども、確かに総合計画であったり都市計画マスタープ

ランに構想、これはそのマスタープラン自体の性格上、長期的な構想を載せておるとい
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うことはいろいろな機会でもお話をさせていただいているところだと思っております。

具現化につきましてということで、いろいろなそのほかの道路構想も含めて、具現化を

していくものについては時期がそれぞれあるよというお話もさせていただいたかと思っ

てます。

今、現在、尺田議員おっしゃるように、当時の令和元年から３年程度ということの町

長答弁の中で、それが経過したという中での御質問で、先ほどと重複しますけども、災

害復旧等については一旦めどが立ってきたというのが一点ありますけども、矢野安浦線

の整備については出来庭側からまず地元に入ってきたという、まず第一段階であるとい

うようなことを鑑みてですね、もう少しそこに具体に行くには、まだちょっと時間かか

るという答弁をさせていただいたということでございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 尺田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○７番（尺田） では、そうですね先ほどまあ当初のですね、町長答弁なり部長答弁の中

にもありましたけども、ある程度のめどがついたら、この構想について国や県のほうに

要望なり協議を行っていきたいというふうな、冒頭そういう回答がありましたので、実

現に向けてですね、おっしゃられたように実行していただきたい。それを強く要望しま

して、この質問を終わらせていただきたいと思います。

町長のですね、今後の道路行政のビジョンっていうのは、当初言ったようにもうある

程度、昨日の質問で、一般質問の中で伝わりましたので、そのことについては今回は省

略いたします。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で尺田議員の質問を終わります。

これをもって、一般質問を終了します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第２、報告第２号、繰越明許費繰越計算書（一般会計）に

ついて、報告を求めます。

提出者から報告の説明を求めます。
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町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 報告第２号、繰越明許費繰越計算書につきまして、御説明を申し上げま

す。

報告第２号、令和５年度予算において繰越明許費の御承認をいただいておりました各

事業について、令和６年度へ繰り越す額が確定しましたので、御報告するものでござい

ます。

主な事業としては、物価高騰対応重点支援給付金支給事業などの、国の補正予算によ

り措置され、給付の期限が年度を超える事業や、小規模崩壊地復旧事業などの事業の進

捗状況により、年度内に終了できなかった普通建設事業など、計８事業を令和６年度に

繰越しをしました。

なお財源につきましては、国の交付金や令和５年度に同意された地方債など、必要な

財源を併せて繰り越しております。

以上、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告をさせていただきます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） ただいまの報告に対する質問はありませんか。

（「質問なし」の声あり）

○議長（時光） それでは、以上で報告を終わります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第３、報告第３号、専決処分した損害賠償の額の報告につ

いて報告を求めます。

提出者から報告の説明を求めます。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 報告第３号、専決処分した損害賠償の額の報告につきまして、報告理由

を御説明申し上げます。

専決処分しました損害賠償に係る事故につきましては、令和６年３月１３日、職員が

林道上の倒木を切断処置していたところ、相手方が運転する自動車の通行に気付かず、

自動車の右前部に切断後の倒木を接触させ、車両に損傷を負わせたものでございます。

これらの損傷について、損害賠償額を２４万９,０００円として示談が成立したこと
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から、専決処分したものでございます。

ここに御報告申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） ただいまの報告に対する質問はありませんか。

荒瀧議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１２番（荒瀧） 大変危険な状態でしたが、まあこのぐらいの損害で済んでよかったか

なと私思いますが、何人ぐらいで作業されてましたですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 堂森建設農林部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設農林部長（堂森） この事故につきましては、林道内ということで通常の往来がほ

とんどないと所ということから、２名で作業しておりました。で、安全確認したつもり

ではあったんですけども、その辺でちょっと作業に気を取られて、車が入ってきたこと

の認識がちょっと遅れたということでございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 荒瀧議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１２番（荒瀧） まあ林道となりますと、こちらの階段のほうに下りる道なんではない

かと思うんですが、結構交通量多いんですね、あそこは。で、近道になります。ですか

ら、マニュアルを作れじゃどうじゃという意見も最近多いんですが、そうではなくてや

はり経験者を交えてですね、最悪の想定をしないといけない。

木はどんな大きさでございましたですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 堂森部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設農林部長（堂森） 私、確認したのは２０センチ程度の直径のもので。先ほど言わ

れました林道につきまして、今回行き止まりの林道ということでございました。行き止

まりになっている林道内での事故ということでございます。
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以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 荒瀧議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１２番（荒瀧） まあ、事情は詳しくあれですが。毎年、２０センチ、周りになると６

０センチになりますね、３．１４でございます。場合によっては命を取られるという可

能性もある大きさなんで、この辺りは経験として十分に認識をされましてですね、よき

蓄積をするノウハウではないかと思いますので、重々みんなで反省をしながら対応して

いただきたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） ほかにありませんか。

（「質問なし」の声あり）

○議長（時光） ないようですので、以上で報告を終わります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第４、議案第２７号、専決処分した熊野町税条例の一部を

改正する条例の報告及び承認についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第２７号、専決処分した熊野町税条例の一部を改正する条例の報告

及び承認につきまして御説明申し上げます。

選挙処分した熊野町税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部

を改正する法律の公布に伴い、令和６年４月１日施行分を専決処分したものでございま

す。

主な改正内容は、令和６年度分の個人住民税所得割額から、納税者及び配偶者を含め

た扶養親族１人につき１万円の減税や、固定資産税額の減税、減額措置のわがまち特例

の新設、各種課税の特例の適用期間の延長など、所要の改正を行ったものでございます。

詳細につきましては、住民生活部次長から説明をさせます。

御審議の上御承認賜りますよう、お願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○議長（時光） 福嶋住民生活部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部次長（福嶋） 議案第２７号、専決処分した熊野町税条例の一部を改正する

条例の報告及び承認の詳細について説明を申し上げます。

この条例は、令和６年４月１日に施行の地方税法等の一部を改正する法律が、令和６

年３月３０日に公布されたことに伴い、所要の改正が必要なため地方自治法第１７９条

第１項の規定に基づき、専決処分したものでございます。

お手元の資料１を御覧ください。

まず１の主な改正内容ですが、（１）は、令和６年度分の個人住民税所得割額から納

税者及び配偶者を含めた扶養親族一人につき１万円の減税を実施することに伴う規定の

整備についてで、①の令和６年度分の個人住民税の特別税額控除に係る規定の新設や、

②の特別税額控除の算定に用いる所得割の額について肉用牛の売却による事業所得や、

上場株式等に係る配当所得等などの適用方法についての読替えの規定を追加するもので

す。

（２）の固定資産税における特例の新設では、①の再生可能エネルギー発電設備に係

る課税標準の特例措置のうち、一定のバイオマス発電設備について、わがまち特例の割

合を新設するもので、特例率を７分の６とするものです。

また、②の認定長期優良住宅に係る特例については、申告書の提出がない場合でも一

定の要件に該当すると認められる場合に、特例を適用することができる規定を新設する

ものです。

（３）の固定資産税の特例の年度更新と、（４）の特別土地保有税の特例の年度更新

は、課税の特例などについて適用期間を延長するもので、宅地等に対して課する固定資

産税の特例や、特別土地保有税の特例を、令和８年度までとするものでございます。

（５）は町民税、固定資産税及び特別土地保有税について、職権による減免を可能とす

る規定を追加するものでございます。

（６）は、法律の改正に伴う関係条項のずれや、字句の修正などになります。施行期日

は令和６年４月１日です。

説明は以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で、提案理由の説明を終わります。
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これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 固定資産税における特例に新設ということなんですが、一定のバイオマ

ス発電設備について、わがまち特例の割合を新設された経緯についてお伺いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西川住民生活部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部長（西川） これはですね、地方税法の改正の中で決めれることになってて、

７分の６までの範囲の中でということで規定するようになってまして、附則の方で。そ

こでうちのその率をいつどれだけ採用するかという場合で、その率は決めないといけな

いですから、それで７分の６ということでしているということです。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） それではですね、次の優良住宅に係る特例のことで、一定の要件に該当

すると認められる場合にということについて、詳細な説明をお願いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福嶋次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部次長（福嶋） 長期優良住宅の普及の促進に係る法律に規定します長期優良

住宅が新築された場合ですが、新築から５年間、当該住宅に係る固定資産税額の２分の

１に減額されるという特例がございます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） ほかにありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） ないようですので、これをもって質疑を終了します。
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これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。

これより議案第２７号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって、議案第２７号については原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第５、これより議案第２８号、専決処分した熊野町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第２８号、専決処分した熊野町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の報告及び承認につきまして、説明を申し上げます。

先決承認しました熊野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、

地方税法施行令等の一部を改正する政令の公布に伴い、令和６年４月１日施行分を専決

処分したものでございます。

主な改正内容は、国民健康保険税の課税限度額の引上げや、低所得者に係る軽減対象

の拡充など所要の改正を行ったものでございます。

詳細につきましては、住民生活次長から説明させます。

御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福嶋次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部次長（福嶋） 議案第２８号、専決処分した熊野町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の報告及び承認の詳細について、御説明を申し上げます。

この条例は、令和６年４月１日に施行の地方税法施行令等の一部を改正する政令が、

令和６年３月３０日に公布されたことに伴い、所要の改正が必要なため地方自治法第１
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７９条第１項の規定に基づき専決処分したものでございます。

お手元の資料２を御覧ください。

まず１の改正の理由ですが、被保険者間の保険税負担の公平性の確保及び中低所得層

の保険税負担の軽減を図る観点から、保険税の課税限度額の見直しを行うとともに、経

済動向等を考慮し軽減を受けている世帯の範囲が縮小しないよう、保険税に係る軽減措

置の判定基準となる金額を見直すこととし、政令に合わせて改正したものでございます。

２の改正内容ですが、（１）課税限度額の引上げでございますが、国民健康保険税は

基礎課税、いわゆる医療保険分と後期高齢者支援金等分、介護保険分の三つの区分に分

かれ、それぞれ所得割、均等割、平等割の税率で計算し、それらの合計額を課税額とし

ております。

今回の改正は、その後期高齢者支援金等分の上限額の改正であり、現行の２２万円か

ら２４万円に引き上げられるもので、国民健康保険税全体の最高額が現行の１０４万円

から１０６万円になるものでございます。

次に（２）国民健康保険税の減額でございますが、現在、低所得世帯に対する救済措

置として、国民健康保険税のうち世帯の所得や人数に応じて、被保険者１人ごとに課す

均等割と、世帯ごとに課す平等割について、それぞれ７割、５割、２割を軽減する減額

措置がございます。その軽減判定につきまして、５割及び２割軽減できる対象範囲を拡

大するものでございます。

５割軽減につきましては、軽減判定所得の算定において、被保険者等の人数に乗ずべ

き金額を２９万円から２９万５,０００円に引き上げ、２割軽減につきましては、被保

険者等の人数に乗ずべき金額を５３万５,０００円から５４万５,０００円に引き上げ、

その対象範囲を拡充するものでございます。

一番下に示した参考図を御確認いただくと分かりやすいかと存じます。

施行期日は、令和６年４月１日となります。

説明は以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で、提案理由の説明を終わります。質疑ありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって質疑を終了します。

これより討論を行います。討論ありませんか。
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（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。

これより議案第２８号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって、議案第２８号については原案のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

再開は１４時５０分。

（休憩 １４時３３分）

（再開 １４時５０分）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 休憩前に引き続き、会議を再開します。

これより日程第６、議案第２９号、熊野町税条例の一部を改正する条例案についてを

議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第２９号、熊野町税条例の一部を改正する条例案につきまして、提

案理由を御説明申し上げます。

本条例案につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、令和７年

４月１日以降、施行日についての税条例の改正でございます。

主な改正内容は、新たな後期信託制度の創設に伴う改正などでございます。

詳細につきましては、住民生活次長から説明をさせます。

御審議の上御承認賜りますよう、お願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福嶋次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部次長（福嶋） 議案第２９号、熊野町税条例の一部を改正する条例案の詳細

について御説明申し上げます。
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地方税法等の一部を改正する法律が令和６年３月３０日に公布され、令和６年４月１

日施行分は専決処分により対応させていただきましたが、令和７年４月１日以降の施行

分について、熊野町税条例に所要の改正を行うものでございます。

お手元の資料３を御覧ください。

まず、１の新たな公益信託制度については、公益信託は公益法人のように期間を設け

ることなく、信託財産及び受託者の組織能力を活用して、委託者の意思を反映した公益

活動を行う制度ですが、現行では主務官庁による許可や監督の基準が不統一であること

や、税制優遇を得るための制約が多いことを背景に、公益法人と比べ利用されておりま

せん。このため、主務官庁制を廃止して、公益法人と共通の行政庁が公益信託の認可・

監督を行う制度に改めるとともに、公益信託の認可基準等を法定することで、住民から

の信頼を確保しつつ使いやすい制度へと見直しを行い、民間公益の活性化を図るもので

ございます。

次に、２の主な改正内容ですが、（１）の新たな公益信託制度の創設に伴う改正は、

公益信託は公益法人と共通の枠組みで公益認可監督を受けることを踏まえ、これに寄附

を行う個人及び法人に対する課税等につき、公益法人並みの税制上の措置が講じられる

ことから、町民税の課税の特例に関する条項を削除するものでございます。

（２）の他の法律改正等に合わせて改正については、私立学校法の改正により生じた

関係条項のずれを修正するものでございます。

３の施行期日は、（１）は広域信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の１月

１日、（２）は令和７年４月１日でございます。

説明は以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で、提案理由の説明を終わります。質疑ありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。

これより議案第２９号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって、議案第２９号については原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第７、議案第３０号、熊野町特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案についてを議

題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第３０号、熊野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案につきまして、提案理由を御説明

申し上げます。

本条例案につきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの

であります。

詳細につきましては、子育て支援課長から説明をさせます。

御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 熊野子育て支援課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て支援課長（熊野） 議案第３０号、熊野町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案の詳細につきまして、

御説明申し上げます。

それでは、お手元の資料４を御覧ください。

１の改正の趣旨でございますが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準の一部改正に伴い、熊野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正しようとするものでございます。

２の主な改正内容でございますが、（１）こども家庭庁設置に伴う条項等の整理です

が、所管館長が厚生労働省から内閣府へ移管されたことに伴い、監督大臣名を厚生労働
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大臣から内閣総理大臣へと改正を行うもの、及び基準府例に記載されている子ども・子

育て支援法の第１９号第２項が削除されたため、条例に記載している条項等を併せて改

正するものでございます。

（２）施設等の管理者の子どもに対する懲戒に係る規定の削除ですが、児童虐待の防

止を図る観点から、児童虐待を正当化する口実に利用されているとの指摘のある懲戒権

に関する規定を削除するものでございます。

（３）施設の重要事項の書面掲示等の義務づけに関する改正ですが、施設の重要事項

に関する書面掲示について、書面での掲示に加え、インターネットを利用して公衆の閲

覧を供しなければならないとする内容に改めるものでございます。

（４）電磁的記録による対応に関する規定の追加でございますが、施設の職員の負担

軽減を図る観点から、職員が書面等の作成、保存等について、電磁的記録によって対応

することができることとするものでございます。

その他、所要の規定の整理を行うものでございます。

最後に３の施行日でございますが、公布の日から施行するものでございます。

詳細説明は、以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。

質疑はありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。

これより議案第３０号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって、議案第３０号については原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第８、議案第３１号、熊野町家庭的保育事業等の設備及び



－176－

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第３１号、熊野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。

本条例案につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改

正する内閣府令の公布に伴い改正するものでございます。

詳細につきましては、子育て支援課長から説明をさせます。

御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 熊野課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て支援課長（熊野） 議案第３１号、熊野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例案の詳細につきまして、御説明申し上げま

す。

それでは、お手元の資料５を御覧ください。

１の家庭的保育事業ですが、０歳から２歳の乳幼児を保育所より少人数の単位で保育

する事業で、家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育の４種類がござ

いますが、現在、本町においてはこれらに該当する保育事業を行う事業者はございませ

ん。

２の主な改正内容でございますが、（１）職員配置基準の改正、①対象となる事業所

は記載しています４種類の事業所です。②の職員の配置人数ですが、満３歳児につきま

しては、現行では児童２０人に１人の職員配置でしたが、改正後は１５人に１人の職員

配置へ、満４歳以上の児童については、現行では３０人に１人の職員配置でしたが、改

正後は２５人に１人の職員配置へ改正するものでございます。

（２）安全計画の策定等の義務づけですが、児童の安全確保については、国が定める

基準に従うこととされていることから、①～④に示す内容の規定を新たに整備するもの

でございます。

（３）送迎用バスの運行時における利用乳幼児の所在の確認及び安全装置装備の義務
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化については、①から②に示す内容の規定を新たに整備するものでございます。

（４）インクルーシブ保育を可能とするための設備・人員基準の緩和ですが、家庭保

育事業所等とほかの社会福祉施設を併設している場合の設備・人員基準について、保育

の支障がない場合に限り基準を緩和し、併設するほかの社会福祉施設の設備及び職員を

兼ねることができることとするものでございます。

（５）感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に必要な措置の明確化でございますが、

感染症等の予防やまん延防止のために、職員に対する研修や訓練を定期的に実施するよ

う努めることを規定するものございます。

（６）懲戒に係る規定の削除については、児童虐待防止を図る観点から、児童虐待を

正当化する口実に利用されているとの指摘のある親権者の懲戒権に関する規定を削除す

るものでございます。

（７）電磁的記録による対応に関する規定の追加でございますが、記録の作成及び保

存等について、電磁的記録により行うことを可能とするものでございます。

最後に３の施行日でございますが、公布の日から施行するものでございます。

詳細説明は、以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。

これより議案第３１号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって、議案第３１号については原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第９、議案第３２号、熊野町地区計画の区域内における建
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築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第３２号、熊野町地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例の一部を改正する条例案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

本条例案につきましては、建築基準法第６８条の２の規定に基づき、令和６年４月１

８日付で、深原レクレエーション地区計画の都市計画決定をしたことに伴い、地区計画

で定めた制限を町条例に加えるものでございます。

別表第１に深原レクリエーション地区を加え、別表第２に４、深原レクリエーション

地区の建築制限の事項として、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築

物の建蔽率の最高限度、建築物の高さの最高限度を加えるものでございます。

御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。

質疑ありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。

これより議案第３２号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって、議案第３２号については原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） お諮りします。

これより日程第１０、議案第３３号から日程第１２、議案第３５号までの熊野町固定

資産評価審査委員会委員の選任の同意についてを一括議題としたいと思いますが、これ
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に御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって、日程第１０、議案第３３号から日程第１２、議案第３５号までを一括議題と

することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第１０、議案第３３号から日程第１２、議案第３５号まで

を一括議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第３３号から議案第３５号までの熊野町固定資産評価審査委員会委

員の選任の同意につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。

本案につきましては、令和６年６月２７日で現在の委員の任期が満了することから、

新たに委員を選任することについて、議会の同意を求めるものでございます。

今回、選任の同意を求めます３名のうち、櫻河内章悟氏及び須山弘司氏の２名につい

ては、再任をお願いするものでございます。

また、今回新たに委員をお願いする森本昌義氏は、長年熊野町職員として勤務された

経験から、町内の実情に詳しく、幅広い知識と見識をお持ちの方でございます。

以上の３名につきまして、いずれも固定資産の評価を客観的に判断できる方と考え、

選任の同意を求めるものでございます。

御審議の上、御同意賜りますよう、お願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。
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これより議案第３３号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって、議案第３３号については原案のとおり同意することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 続いて、議案第３４号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって、議案第３４号については原案のとおり同意することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 続いて、議案第３５号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって、議案第３５号については原案のとおり同意することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第１３、議案第３６号、令和６年度熊野町一般会計補正予

算（第１号）についてを、議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第３６号につきまして、御説明申し上げます。

令和６年度熊野町一般会計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳入歳出予算

総額に、それぞれ１億４,０７１万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１０３

億５,８７２万２,０００円とするものでございます。

主な内容につきましては、地域経済応援クーポン券を発行する費用や、新型コロナウ

イルスワクチンの定期接種に係る費用を計上するものでございます。

一般会計補正予算案の詳細につきましては、副町長から説明をさせます。
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御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 岩田副町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副町長（岩田） 議案第３６号、令和６年度熊野町一般会計補正予算（第１号）案につ

いて、その内容を説明させていただきます。

まず、歳入予算につきまして説明をいたします。

８ページ、９ページをお願いいたします。

歳入につきましては、款ごとに主な増減を御説明いたします。

１４款・国庫支出金の２項・国庫補助金では、１目・総務費補助金におきまして、物

価高騰などに対応するための事業の財源として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金５,６３６万８,０００円の増額。

２目・民生費補助金におきまして、生活保護基幹システムを改修するための財源とし

て、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金４２万９,０００円の増額。

中段、１８款・繰入金の２項・基金繰入金では、１目・財政調整基金繰入金におきま

して、予算の収支均衡を図るため４,７３８万円の増額。

下段、２０款・諸収入の５項・１目・雑入では新型コロナウイルスワクチンの接種に

係る助成金として、ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金３,６５３万６,０００円の

増額でございます。

続きまして、歳出予算について御説明いたします。

１０ページ、１１ページをお願いいたします。

３款・民生費、２項・生活保護費では、生活保護一般事務事業において、生活保護業

務の基準改定に伴う生活保護基幹システムの改修費用として、８５万８,０００円の増

額。

中段、４款・衛生費の１項・保健衛生費では、感染症対策事業におきまして新型コロ

ナウイルスワクチンの定期接種に係る費用として、委託料など事業合計で５,５８５万

５,０００円の増額。

下段から１３ページにかけての６款・１項・商工費では商工振興事業におきまして、

生活者支援と地域経済の活性化を目的とした割引クーポン券を全世帯に発行するための

費用として、８,４００万円の増額でございます。
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説明は、以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。

質疑ありませんか。

光本議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○５番（光本） 商工費のクーポン券発行のスケジュール的なものをお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 近藤産業観光課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業観光課長（近藤） スケジュールでございますが、まず委託業者を選定するのにで

すね、公募型のプロポーザルを実施いたします。これが６月上旬から７月上旬にかけて

ですね、審査会等を開きまして、それから業務の委託、それからそれと合わせてですね、

登録との募集であったりとか、クーポン券の印刷であったりとか、封入であったりとか

その辺りを行いまして、８月下旬から９月上旬にはですね、郵便局のほうに配送のほう

の依頼をお願いいたしまして、今の予定ですと１０月１日から２か月程度を予定してる

んですけれども、少しでもちょっと早くできるようにですね、今後業者等もですね協議

を進めていきたいというふうに考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 光本議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○５番（光本） はい、ありがとうございました。

ワクチン接種についても対象年齢とか、接種方法今までと変わる点があるのかどうか

も含めて、お願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 寺澤健康推進課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○健康推進課長（寺澤） 特例臨時接種では、生後６か月以上の全ての方を対象に無料で

実施していましたが、定期接種となり６５歳以上の方、６０歳から６４歳で心臓・肝
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臓・呼吸器の機能に障害がある、または人免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害があ

る方を対象に、秋冬に年１回の接種で、接種費用の一部負担となりました。

また、接種の予約は医療機関に直接していただくように変更になります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 光本議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○５番（光本） ありがとうございます。

ちなみに、自己負担は大体どのぐらいになりそうですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 寺澤課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○健康推進課長（寺澤） 自己負担額ですが、国から示されました接種費用の費用額の見

込額は１万５,３００円程度となっておりますが、国の助成金８,３００円を差し引いた

７,０００円の自己負担額のうち、手技料の３,７００円を差し引いたワクチン価格から

３,２００円を算出し、近隣の市町の金額を参考として設定を３,２００円といたしまし

た。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） 光本議員と同じでですね、クーポン券のスケジュールですよ。物価高

騰対応重点支援地方創生臨時交付金、これ５年末に決まった交付金ですよね。で、うち

への決定通知いつだったんでしょうかね。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 榎並企画担当部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○企画担当部長（榎並） ５年度のですね、秋口だったと思うんですけども、ちょっと何

月かはちょっと確認してみないと分かりませんが、もう本当１２月よりも前ぎりぎりの

ような状態だったと思います。
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以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 片川議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１０番（片川） あんまりえろうない言われたんじゃが、えらいもんじゃのう思ったり

するわけですよね。春に子供たちが入学したりね。それで夏に子供たちが休んだりとか

いうような家庭の事情、お金が飛ぶ時期もございますんでね。そこまで早く決定来とる

んであればね、もっと早く実施ができたんではなかろうかと。それでできる自信があら

れて、１月の５日だったかな。公けのところで町長喋られた。もうちょっとこう住民生

活考えて、クーポン券の時期を早めてもよかったんじゃなかろうかと思ったりするわけ

ですね。わざわざ１０月、１１月にされんでも、今、決められたことでしょうからなか

なかえらいことですが、今後考えていただきたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） ほかにありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。

これより議案第３６号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって、議案第３６号については原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第１４、議案第３７号、令和６年度熊野町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○町長（三村） 議案第３７号につきまして御説明申し上げます。令和６年度熊野町国民

健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳入歳出予算の総額

に、それぞれ４８６万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２３億４,２９１万

９,０００円とするものでございます。

内容につきましては、マイナンバーカードと健康保険証を一体化するためのシステム

改修などの費用、及びこれに対する国庫補助金４８６万４,０００円を歳入歳出予算に

それぞれ増額するものでございます。

御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。

これより議案第３７号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって、議案第３７号については原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で、本日の日程は全て終了しました。

それでは本日はこれにて散会といたします。

（散会 １５時２９分）
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上記の記録の内容が正確であることを証するため署名する。

熊野町議会議長

署名議員

署名議員

署名議員


